
 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-76 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-77 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

（参考）美浜３号炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

【大飯，女川】 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-78 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

   

 

 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

【大飯，女川】 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-79 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

  

 

 

 

 【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

【大飯，女川】 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-80 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載方針の相違 

・大飯は技術的能力まとめ資料と同一の

表を SA 設備まとめ資料にも記載してい

る。 

・泊は女川と同様に本表は設置許可添付

書類八に記載しないことから，SA 設備

まとめ資料にも記載しない。 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-81 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

   

 

 

 

【大飯】 

記載方針の相違 

・大飯は技術的能力まとめ資料と同一の

表を SA 設備まとめ資料にも記載してい

る。 

・泊は女川と同様に本表は設置許可添付

書類八に記載しないことから，SA 設備

まとめ資料にも記載しない。 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-82 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

＜内容比較のため再掲(2)＞ 

充てんポンプ、高圧注入ポンプ、電動補助給水ポンプ、ほう酸

ポンプ、緊急ほう酸補給弁、余熱除去ポンプ、格納容器スプレイ

ポンプ、格納容器スプレイポンプ格納容器再循環サンプ側入口格

納容器隔離弁、格納容器再循環ファン、Ａ、Ｄ原子炉補機冷却水

ポンプ、海水ポンプ、静的触媒式水素再結合装置温度監視装置、

原子炉格納容器水素燃焼装置、原子炉格納容器水素燃焼装置温度

監視装置、可搬型格納容器内水素ガス濃度計、格納容器水素ガス

試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ、可搬型格納容器ガス試料圧縮

装置、アニュラス空気浄化ファン、原子炉格納容器水位、原子炉

下部キャビティ水位、中央制御室空調ファン、中央制御室循環フ

ァン、中央制御室非常用循環ファン、可搬型照明（ＳＡ）、衛星電

話（固定）、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラ

メータ伝送システム、蓄圧タンク出口弁及びＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ計装

用電源は、ディーゼル発電機より電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜一部，内容比較のため再掲(7)＞ 

空冷式非常用発電装置及びディーゼル発電機は、遮断器操作等

によって通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成及び系統隔離をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

10.1 非常用電源設備 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.1 非常用交流電源設備 

10.1.2.1.1 概要 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は，ATWS 緩

和設備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩和設備（代替原子炉再循

環ポンプトリップ機能），ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機

能），ほう酸水注入系，代替自動減圧回路（代替自動減圧機能），

高圧窒素ガス供給系（非常用），低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），残留熱除去系（低圧注水

モード），低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード），原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。），

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設），原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード），残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード），

代替循環冷却系，原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ），原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ），

原子炉格納容器下部注水系（可搬型），計測制御装置及び非常用

ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機は，高圧炉心スプレイ系及び計測制御装置へ電力を供給でき

る設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の燃料は，軽油タンクより非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移

送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

 

 

 

10.1.2.1.2 設計方針 

非常用交流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する

基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用し

て設計を行う。 

 

 

 

10.1.2.1.2.1 悪影響防止 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

10.1 非常用電源設備 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.1 非常用交流電源設備 

10.1.2.1.1 概要 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

非常用交流電源設備のうちディーゼル発電機は，原子炉出力抑

制（自動），原子炉出力抑制（手動），ほう酸水注入，１次冷却系

のフィードアンドブリード，蒸気発生器２次側からの除熱，炉心

注水，代替炉心注水，再循環運転，代替再循環運転，格納容器ス

プレイ，代替格納容器スプレイ，余熱除去設備，低圧注入系，格

納容器内自然対流冷却，原子炉格納容器下部への注水，水素濃度

制御設備，水素濃度監視設備，アニュラス空気浄化設備による水

素排出，アニュラス部の水素濃度監視，使用済燃料ピットの監視，

計測制御装置，中央制御室空調装置，可搬型照明（SA），放射性物

質の濃度低減，通信連絡設備へ電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽よ

りディーゼル発電機燃料油移送ポンプを用いて補給できる設計

とする。 

 

 

 

 

10.1.2.1.2 設計方針 

非常用交流電源設備は，「1.1.10 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用

して設計を行う。 

 

 

 

10.1.2.1.2.1 悪影響防止 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

 

 

 

 

 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による給電対象設備の相違 

・D/G から電源を供給する設備の相違 

【大飯】 

記載表現の相違 

・大飯は D/G より電源を供給する機器名

称を記載している。 

・泊は女川と同様に手段名称を記載した。 

 

 

 

 

 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

 

【女川】 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-83 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

＜内容比較のため再掲(13)＞ 

ディーゼル発電機は、重大事故等の収束に必要な容量が設計基

準事故対処設備の容量に対して十分であることを確認している

ため、設計基準事故対処設備の容量と同仕様の設計とする。 

 

＜内容比較のため再掲(11-2)＞ 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクは、重大事故等発生後７日

間、重大事故等対処設備の運転に必要な燃料に対して十分である

ことを確認したタンク容量を有する設計とする。 

 

 

＜内容比較のため再掲(18)＞ 

ディーゼル発電機は、重大事故等時における原子炉周辺建屋内

の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

操作は中央制御室及び設置場所で可能な設計とする。 

 

（参考）美浜３号炉 

燃料油移送ポンプは、重大事故等時における原子炉補助建屋内

の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

＜内容比較のため再掲(14-2)＞ 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクは、重大事故等時における屋

外の環境条件を考慮した設計とする。操作は設置場所で可能な設

計とする。 

 

 

 

＜一部，内容比較のため再掲(19)＞ 

空冷式非常用発電装置及びディーゼル発電機を使用した電源

系統は、重大事故等が発生した場合でも、通常時の系統から遮断

器操作にて速やかに切り替えられる設計とする。遮断器操作は手

順どおりでなければ接続できない構造の設計とする。 

空冷式非常用発電装置及びディーゼル発電機の操作は、中央制

御室及び設置場所で可能な設計とする。 

 

（参考）伊方３号炉 

ディーゼル発電機を使用した電源系統は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用する設計とする。 

ディーゼル発電機は，操作スイッチにより中央制御室及び設置場

所での操作が可能な設計とする。 

 

10.1.2.1.2.2 容量等 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク，軽油タンク，非常用デ

ィーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備燃料移送ポンプは，設計基準事故時に使用する場

合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である

ことから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

10.1.2.1.2.3 環境条件等 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，原子炉建屋付属棟

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，屋外に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

 

 

10.1.2.1.2.4 操作性の確保 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.1.2.2 容量等 

ディーゼル発電機，ディーゼル発電機燃料油サービスタンク，

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移

送ポンプは，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故

等の収束に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事

故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

10.1.2.1.2.3 環境条件等 

ディーゼル発電機及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，

ディーゼル発電機建屋内に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

ディーゼル発電機の操作は，中央制御室又は設置場所から可能

な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの操作は，設置場所から可

能な設計とする。 

 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，周辺補機棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，屋外に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

10.1.2.1.2.4 操作性の確保 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

 

ディーゼル発電機は，中央制御室及び設置場所の操作器により操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

【女川】 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

【女川】 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

【女川】 

記載の充実（大飯審査実績を参照） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

【女川】 

記載の充実（大飯審査実績を参照） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

【女川】 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ→泊：操作器 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-84 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.1.3 主要設備及び仕様 

非常用交流電源設備の主要機器仕様を第 10.1－5表に示す。 

 

 

 

10.1.2.1.4 試験検査 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外

観の確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

 

非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，発電用原子炉の運

転中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開

閉動作の確認が可能な設計とする。 

軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。 

 

 

10.1.2.1.3 主要設備及び仕様 

非常用交流電源設備の主要仕様を第 10.1.3 表に示す。 

 

 

 

10.1.2.1.4 試験検査 

ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは，発電用原子炉の運

転中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開

閉動作の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

【女川】 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

 

 

 

【女川】 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

【女川】 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-85 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 10.1.2.2 非常用直流電源設備 

10.1.2.2.1 概要 

非常用直流電源設備は，想定される重大事故等時において，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用直流電源設備である 125V 蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B 及

び 125V 蓄電池 2H は，全交流動力電源喪失から８時間にわたり電

力を供給できる設計とする。 

 

10.1.2.2.2 設計方針 

非常用直流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する

基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用し

て設計を行う。 

 

10.1.2.2.2.1 悪影響防止 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

10.1.2.2.2.2 容量等 

125V 蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池 2H は，設計

基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な

容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕

様で設計する。 

 

10.1.2.2.2.3 環境条件等 

125V 蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池 2H 並びにそ

れに充電する 125V 充電器 2A，125V 充電器 2B及び 125V 充電器 2H

は，制御建屋内又は原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

10.1.2.2.2.4 操作性の確保 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

 

10.1.2.2.3 主要設備及び仕様 

非常用直流電源設備の主要機器仕様を第 10.1－3表に示す。 

 

10.1.2.2.4 試験検査 

125V蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B及び 125V 蓄電池 2H並びに 125V

蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池 2H に充電する充電器

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確

認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

【女川】 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-86 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

・電源設備の構成に相違はあるが，既許

可・既工認の内容を踏まえた記載として

いるという点において同等である。 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-87 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川】 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-88 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 10.7 補機駆動用燃料設備（非常用発電設備及び加熱蒸気系に係

るものを除く。） 

10.7.1 概要 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設設備の

動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃料設備として軽油

タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを設

ける。 

軽油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクロー

リについては，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

 

10.7 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラに係

るものを除く。） 

10.7.1 概要 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設設備の

動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃料設備としてディ

ーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA），ディーゼル発電機

燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーを設ける。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽，燃料タンク（SA），ディーゼル

発電機燃料油移送ポンプ及び可搬型タンクローリーについては，

「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

【女川】 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

【大飯，女川】 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-89 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 関係する主要機器仕様については，「33 条 保安電源設備」よ

り抜粋して添付する。 

 

第 10.1－1表 メタルクラッド開閉装置（高圧母線）の主要機

器仕様 

 

 

 

関係する主要仕様については，「33 条 保安電源設備」より抜

粋して添付する。 

 

第 10.1.1 表 メタルクラッド開閉装置の主要仕様（1/2） 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

・電源設備の構成に相違はあるが，既許

可・既工認の内容を踏まえた記載として

いるという点において同等である。 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-90 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 第 10.1－3表 直流電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 蓄電池 

非常用 

種  類         鉛蓄電池 

組  数         ３ 

セ ル 数     Ａ系  60 

         Ｂ系  60 

      ＨＰＣＳ系  60 

電  圧     Ａ系  125V 

         Ｂ系  125V 

      ＨＰＣＳ系  125V 

容  量     Ａ系  約 8,000Ah 

         Ｂ系  約 6,000Ah 

      ＨＰＣＳ系  約 400Ah 

常用 

種  類         鉛蓄電池 

組  数         １ 

セ ル 数         116 

電  圧         250V 

容  量         約 6,000Ah 

 

(2) 充電器 

非常用（予備充電器は常用） 

種  類         シリコン整流器 

個  数     Ａ系  １ 

         Ｂ系  １ 

        （予備  １） 

      ＨＰＣＳ系  １（予備１） 

充電方式         浮動 

冷却方式         自然通風 

交流入力     Ａ系  ３相 50Hz 440V 

         Ｂ系  ３相 50Hz 440V 

      ＨＰＣＳ系  ３相 50Hz 440V 

容  量     Ａ系  約 118kW 

         Ｂ系  約 118kW 

        （予備  約 118kW） 

      ＨＰＣＳ系  約 10kW 

直流出力電圧   Ａ系  133.8V 

         Ｂ系  133.8V 

      ＨＰＣＳ系  129V 

直流出力電流   Ａ系  約 700A 

         Ｂ系  約 700A 

        （予備  約 700A） 

      ＨＰＣＳ系  約 50A 

 

 

 

 

【女川】 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-91 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

常用 

種  類         シリコン整流器 

個  数         １ 

        （予備  １） 

充電方式         浮動 

冷却方式         自然通風 

交流入力         ３相 50Hz 440V 

容  量         約 130kW 

直流出力電圧       258.7V 

直流出力電流       約 400A 

 

(3) 直流母線 

非常用 

個  数         ３ 

電  圧     Ａ系  125V 

         Ｂ系  125V 

      ＨＰＣＳ系  125V 

常用 

個  数         １ 

電  圧         250V 

 

 

 

【女川】 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-92 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

＜内容比較のため再掲(24)＞ 

(5) ディーゼル発電機（重大事故等時のみ３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備 

・代替電源設備 

エンジン 

 

 

台  数   ４ 

出  力   約 7,100kW（１台当たり） 

 

起動方式   圧縮空気起動 

 

使用燃料   Ａ重油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電機 

 

台  数   ４ 

型  式   横置回転界磁３相同期発電機 

容  量   約 8,875kVA（１台当たり） 

力  率   0.8（遅れ） 

電  圧   6,900V 

周 波 数   60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1－5表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の主要機器仕様 

 

 

 

 

 

 

(1) エンジン 

a.非常用ディーゼル発電機 

種  類   ４サイクルたて形 18 気筒ディーゼル機関 

台  数   ２ 

出  力   約 6,100kW（１台当たり） 

回 転 数   500rpm 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

 

b.高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

種  類   ４サイクルたて形 18 気筒ディーゼル機関 

台  数   １ 

出  力   約 3,000kW 

回 転 数   1,000rpm 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 13 秒 

使用燃料   軽油 

 

(2) 発電機 

a.非常用ディーゼル発電機 

種  類   横軸回転界磁三相同期発電機 

台  数   ２ 

容  量   約 7,625kVA（１台当たり） 

力  率   0.80（遅れ） 

電  圧   6.9kV 

周 波 数   50Hz 

回 転 数   500rpm 

 

b.高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

種  類   横軸回転界磁三同期発電機 

台  数   １ 

容  量   約 3,750kVA 

力  率   0.80（遅れ） 

電  圧   6.9kV 

周 波 数   50Hz 

回 転 数   1,000rpm 

 

第 10.1.3 表 ディーゼル発電機設備の主要仕様 

 

 

 

 

 

 

 

(1) エンジン 

 

型  式   ４サイクルたて形 16 気筒ディーゼル機関 

台  数   ２ 

出  力   約 5,600kW（１台当たり） 

回転速度   約 750min-1 

起動方式   圧縮空気起動 

起動時間   約 10 秒 

使用燃料   軽油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発電機 

 

型  式   横置・回転界磁形・三相同期発電機 

台  数   ２ 

容  量   約 7,000kVA（１台当たり） 

力  率   0.8（遅れ） 

電  圧   6.9kV 

周 波 数   50Hz 

回転速度   約 750min-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

・電源設備の構成に相違はあるが，既許

可・既工認の内容を踏まえた記載として

いるという点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

57-93 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

(3) 軽油タンク 

種  類   横置円筒形 

基  数   ６（１系列につき３基） 

       １（１系列につき１基） 

容  量   約 110kL（１基当たり） 

       約 170kL 

使用燃料   軽油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型  式   横置円筒形 

基  数   ４ 

 

容  量   約 146kL（１基当たり） 

 

使用燃料   軽油 

 

 

 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

台  数   ２ 

容  量   約 26kL/h（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

【女川】 

設備名称の相違（D/G） 

【女川】 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

【大飯，女川】 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

・電源設備の構成に相違はあるが，既許

可・既工認の内容を踏まえた記載として

いるという点において同等である。 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 
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泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-1 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14 電源設備【57 条】 

 

＜ 添付資料 目次 ＞ 

 

 

 

 

3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第 57 条への適合方針 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１

項ａ）ⅰ）及びⅲ）） 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第 1 項

ａ）ⅱ）及びⅲ）） 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準規則解釈の

第１項ｂ）） 

(4) 常設代替直流電源設備 

(5) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１

項ｃ）並びにａ）ⅰ）及びⅲ）） 

(6) 号炉間電力融通設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ｄ）） 

(7) 代替所内電気設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

(8) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

(ⅱ) 非常用直流電源設備 

(9) 燃料補給設備 

(ⅰ) 燃料補給設備 

(10) 自主対策設備の整備 

(ⅰ) 125V 代替充電器用電源車接続設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

 

 

 

 

 

2.14 電源設備【57 条】 

 

＜添付資料 目次＞ 

 

 

 

 

2.14 電源設備 

2.14.1 設置許可基準規則第 57 条への適合方針 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１

項ａ）ⅰ）及びⅲ）） 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ａ）ⅱ）及びⅲ）） 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準規則解釈の

第１項ｂ）） 

 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１

項ｃ）並びにａ）ⅰ）及びⅲ）） 

(5) 号炉間電力融通設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ｄ）） 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

(7) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

 

(8) 燃料補給設備 

(ⅰ) 燃料補給設備 

(9) 自主対策設備の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 後備変圧器 

 

 

 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

(ⅲ) 開閉所設備 

 

 

 

 

【大飯】 

記載表現の相違（女川審査実績の反映） 

・大飯は添付資料を作成していないため，

女川との相違理由を記載する。 

（次ページ以降は本記載を省略する。） 

 

 

項目番号の相違 

・女川：3.14→泊：2.14 

（以降，同様の箇所の相違理由の記載は

省略する。） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 

 

設備・運用の相違 

・女川は電源車から代替所内電気設備を経

由して 125V 充電器へ給電する手段とは

別に，自主対策設備として代替所内電気

設備を経由せずに電源車から 125V 代替

充電器に給電する手段を整備している。 

・泊は可搬型代替直流電源設備専用の発電

機から専用の電路を経由して可搬型直

流変換器へ給電する手段を整備する。 

設備・運用の相違 

・泊は大飯と同様に 66kV（大飯は 77kV）送

電線から後備変圧器を経由して給電す

る手段を整備する。 

 

設備・運用の相違 

・泊は大飯と同様に号機間電力融通設備以

外の自主対策設備（開閉所設備）により，

他号炉のディーゼル発電機から給電す

る手段を整備する。 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-2 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2 重大事故等対処設備 

3.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

3.14.2.1.1 設備概要 

3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 電源車 

(2) 軽油タンク 

(3) ガスタービン発電設備軽油タンク 

 

 

 

(4) タンクローリ 

 

 

3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

3.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

 

 

2.14.2 重大事故等対処設備 

2.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

2.14.2.1.1 設備概要 

2.14.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 可搬型代替電源車 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

 

(3) 燃料タンク（SA） 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

 

(5) 可搬型タンクローリー 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

 

2.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

2.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

2.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-3 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.2 常設代替交流電源設備 

3.14.2.2.1 設備概要 

3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) ガスタービン発電機 

(2) ガスタービン発電設備軽油タンク 

(3) ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

(4) 軽油タンク 

 

 

 

(5) タンクローリ 

 

 

3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

3.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.2 常設代替交流電源設備 

2.14.2.2.1 設備概要 

2.14.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 代替非常用発電機 

 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(3) 燃料タンク（SA） 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

 

(5) 可搬型タンクローリー 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

 

2.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

2.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

2.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-4 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 

3.14.2.3.1 設備概要 

3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 125V 蓄電池 2A 

(2) 125V 蓄電池 2B 

 

(3) 125V 充電器 2A 

(4) 125V 充電器 2B 

3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

 

3.14.2.4 常設代替直流電源設備 

3.14.2.4.1 設備概要 

3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

(1) 125V 代替蓄電池 

(2) 250V 蓄電池 

3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

2.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 

2.14.2.3.1 設備概要 

2.14.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 蓄電池（非常用） 

 

(2) 後備蓄電池 

(3) Ａ充電器 

(4) Ｂ充電器 

2.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

2.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-5 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

3.14.2.5 可搬型代替直流電源設備 

3.14.2.5.1 設備概要 

3.14.2.5.2 主要設備の仕様 

(1) 125V 代替蓄電池 

(2) 250V 蓄電池 

(3) 電源車 

 

(4) 125V 代替充電器 

(5) 250V 充電器 

(6) 軽油タンク 

(7) ガスタービン発電設備軽油タンク 

 

(8) タンクローリ 

3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.5.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.5.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.2.5.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

3.14.2.5.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.4 可搬型代替直流電源設備 

2.14.2.4.1 設備概要 

2.14.2.4.2 主要設備の仕様 

 

 

(1) 可搬型直流電源用発電機 

 

(2) 可搬型直流変換器 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

 

(4) 燃料タンク（SA） 

(5) 可搬型タンクローリー 

2.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

2.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

2.14.2.4.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-6 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.6 代替所内電気設備 

3.14.2.6.1 設備概要 

3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ガスタービン発電機接続盤 

(2) 緊急用高圧母線 2F系 

(3) 緊急用高圧母線 2G系 

(4) 緊急用動力変圧器 2G 系 

(5) 緊急用低圧母線 2G系 

 

(6) 緊急用交流電源切替盤 2G系 

(7) 緊急用交流電源切替盤 2C系 

(8) 緊急用交流電源切替盤 2D系 

(9) 非常用高圧母線 2C系 

(10) 非常用高圧母線 2D系 

3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保 

3.14.2.6.5 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.2.6.5.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.5 代替所内電気設備 

2.14.2.5.1 設備概要 

2.14.2.5.2 主要設備の仕様 

(1) 代替非常用発電機 

(2) 可搬型代替電源車 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(4) 燃料タンク（SA） 

(5) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

 

(6) 可搬型タンクローリー 

 

 

 

(7) 代替所内電気設備変圧器 

(8) 代替所内電気設備分電盤 

(9) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

 

 

 

 

 

2.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.2.5.4 所内電気設備への接近性の確保 

2.14.2.5.5 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.5.5.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

2.14.2.5.5.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

2.14.2.5.5.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

設備・運用の相違（代替炉心注水等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-7 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

3.14.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.14.3.1 非常用交流電源設備 

3.14.3.1.1 設備概要 

3.14.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

(3) 非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

(5) 軽油タンク 

(6) 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

(7) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

3.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

 

3.14.3.2 非常用直流電源設備 

3.14.3.2.1 設備概要 

3.14.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) 125V 蓄電池 2A 

(2) 125V 蓄電池 2B 

(3) 125V 蓄電池 2H 

(4) 125V 充電器 2A 

(5) 125V 充電器 2B 

(6) 125V 充電器 2H 

3.14.3.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

2.14.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

2.14.3.1 非常用交流電源設備 

2.14.3.1.1 設備概要 

2.14.3.1.2 主要設備の仕様 

(1) ディーゼル発電機 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油サービスタンク 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

 

2.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-8 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.3.3 燃料補給設備 

3.14.3.3.1 設備概要 

3.14.3.3.2 主要設備の仕様 

(1) 軽油タンク 

(2) ガスタービン発電設備軽油タンク 

 

 

 

(3) タンクローリ 

3.14.3.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

3.14.3.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.3.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

3.14.3.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

3.14.3.3.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

2.14.3.2 燃料補給設備 

2.14.3.2.1 設備概要 

2.14.3.2.2 主要設備の仕様 

(1) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

 

(2) 燃料タンク（SA） 

(3) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

 

(4) 可搬型タンクローリー 

2.14.3.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

2.14.3.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.3.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

第一号） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四

号） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

2.14.3.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第２項第三号） 

2.14.3.2.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項

第六号） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第３項第七号） 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-9 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14 電源設備【57 条】 

 

【設置許可基準規則】 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電

源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設

けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置

される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源

設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直

流電源設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備す

ること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに

８時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離

しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等に

おいて簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。

その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24

時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気

（直流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備

を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を

行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続で

きること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パ

ワーセンター（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC)

等)は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因

で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び

人の接近性の確保を図ること。 

 

2.14 電源設備【57 条】 

 

【設置許可基準規則】 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電

源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設

けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置

される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源

設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直

流電源設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備す

ること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに

８時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離

しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等に

おいて簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。

その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24

時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気

（直流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備

を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を

行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続で

きること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パ

ワーセンター（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）

等）は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因

で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び

人の接近性の確保を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-10 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り

離しを行う場合を含まない。）を行わずに８時間、その後、必

要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわた

り、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うこと

が可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常

設直流電源設備（３系統目）を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り

離しを行う場合を含まない。）を行わずに８時間、その後、必

要な負荷以外を切り離して残り16時間の合計24時間にわた

り、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うこと

が可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常

設直流電源設備（３系統目）を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-11 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第 57 条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要な電力を確

保するために可搬型代替交流電源設備，常設代替交流電源設備，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代

替直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける設計とする。 

 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ａ）ⅰ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失並びに

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の故障(以下「全交流動力電源喪失」という。））した場合，

非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給するこ

とにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

ることを目的として，可搬型代替交流電源設備を設ける。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車を運転することで，非常用

所内電気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計

とする。 

電源車の燃料は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タ

ンクよりタンクローリを用いて燃料を運搬し，補給可能な設計と

する。 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備及びその燃料移送系に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 電源設備 

2.14.1 設置許可基準規則第 57 条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要な電力を確

保するために可搬型代替交流電源設備，常設代替交流電源設備，

所内常設蓄電式直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び代替

所内電気設備を設ける設計とする。 

 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ａ）ⅰ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失並びに

ディーゼル発電機の故障（以下「全交流動力電源喪失」という。））

した場合，非常用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポンプ

変圧器盤に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃

料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃

料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替交流

電源設備を設ける。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替電源車を運転すること

で，非常用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤への電源供給が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又

は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電

機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて燃料を運搬し，補

給可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備及びその燃料油設備に対して，独立性を有し，位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-12 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）

ⅱ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源

を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設け

る。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機を外部電源喪失

時に自動起動し，非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C 系及

び非常用高圧母線 2D 系又は代替所内電気設備の緊急用高圧母線

2G 系を操作することで，非常用所内電気設備又は代替所内電気

設備に電源供給する設計とする。 

また，ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電設備軽油

タンクよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給

可能な設計とし，ガスタービン発電設備軽油タンクの燃料は，軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備及びその燃料移送系に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第

１項ｂ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することによ

り，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを

目的として，所内常設蓄電式直流電源設備を設ける。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に

125V 蓄電池から設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から１時間以内に中央制

御室において，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷

の切離しを行い，全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に

電源供給することを可能な設計とする。 

 

 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備

である非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散

を図る設計とする。 

(2) 常設代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）

ⅱ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，非常用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポ

ンプ変圧器盤に電源を供給することにより，重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用

済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，常設代替交

流電源設備を設ける。 

常設代替交流電源設備は，代替非常用発電機を全交流動力電源

喪失時に中央制御室の操作にて速やかに起動し，非常用所内電気

設備の非常用高圧母線を操作することで，非常用所内電気設備及

び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源供給する設計と

する。 

また，代替非常用発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯油

槽又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル

発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて燃料を運搬し，

補給可能な設計とする。 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備及びその燃料油設備に対して，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第

１項ｂ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することによ

り，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを

目的として，所内常設蓄電式直流電源設備を設ける。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に蓄

電池（非常用）から設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から１時間以内に中央

制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室において，全交

流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の切離しを行い，蓄

電池（非常用）及び後備蓄電池を組み合わせることにより全交流

動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給することを可能

な設計とする。 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備

である非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散

を図る設計とする。 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の起

動方法） 

設備名称の相違（非常用高圧母線） 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

設備・対応手段の相違（負荷切り離し） 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-13 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

(4) 常設代替直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場

合又は交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，直流電

源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生

した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使

用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子

炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，常設代替

直流電源設備を設ける。 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及

び直流電源の喪失直後に 125V 代替蓄電池から重大事故等対処設

備に電源供給を行い，電源供給開始から８時間後に，不要な負荷

の切離しを行い，電源供給開始から 24 時間必要な負荷に電源供

給することを可能な設計とする。また，設計基準事故対処設備の

全交流動力電源喪失直後又は交流電源及び直流電源の喪失直後

に 250V 蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行い，電源

供給開始から１時間後に中央制御室において，不要な負荷の切離

しを行い，電源供給開始から 24 時間必要な負荷に電源供給する

ことを可能な設計とする。 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

直流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

(5) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ｃ)並びにａ）ｉ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場

合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，

可搬型代替直流電源設備を設ける。 

 

可搬型代替直流電源設備は，125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池

から必要な負荷に電源供給し，その後，可搬型代替交流電源設備

から代替所内電気設備を経由して，125V 代替充電器及び 250V 充

電器を受電することにより，24 時間以上必要な負荷に電源供給

することを可能な設計とする。 

 

 

 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用直流電源設備及び 125V 充電器に電源を供給する非常用交流電

源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ｃ）並びにａ）ⅰ）及びⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失（全交流

動力電源喪失及び蓄電池（非常用）の枯渇）した場合，直流電源

が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用

済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替

直流電源設備を設ける。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型直流電源用発電機を運転

し，可搬型直流変換器を経由して，Ａ直流母線又はＢ直流母線へ

接続することにより，24 時間以上必要な負荷に電源供給するこ

とを可能な設計とする。 

 

可搬型直流電源用発電機の燃料は，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリーを用いて燃

料を運搬し，補給可能な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用直流電源設備並びにＡ充電器及びＢ充電器に電源を供給する

非常用交流電源設備及びその燃料油設備に対して，独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実（大飯審査実績を参照） 

 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-14 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(6) 号炉間電力融通設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｄ）） 

号炉間電力融通設備については，単独号炉申請であるため，自

主対策設備として設ける設計とする。 

 

 

(7) 代替所内電気設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から必要な

設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合に

おいて炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止することを目的として，代替所内電気設備を

設ける。 

代替所内電気設備は，ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧

母線，緊急用動力変圧器，緊急用低圧母線及び緊急用交流電源切

替盤により，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備

と，重大事故等が発生した場合において，共通要因である地震，

津波，火災及び溢水により，同時に機能喪失せず，また，非常用

所内電気設備を含めて少なくとも１系統は人の接近性を確保す

る設計とする。 

 

 

(8) 重大事故等対処設備（設計基準拡張) 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時において

その機能を考慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給

することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，非常用交流電源設備を設ける

設計とする。 

 

(ⅱ) 非常用直流電源設備 

全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電

源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止することを目的として，非常用直流電源設備

を設ける設計とする。 

 

 

 

 

(5) 号炉間電力融通設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｄ）） 

号炉間電力融通設備については，単独号炉申請であるため，自

主対策設備として設ける設計とする。 

 

 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準規則解釈の第１項ｅ）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，

代替非常用発電機又は可搬型代替電源車から必要な設備に電源

を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，代替所内電気設備を設ける。 

 

代替所内電気設備は，代替非常用発電機を起動又は可搬型代替

電源車を運転し，代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分

電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤により，設計基準

事故対処設備である非常用所内電気設備と，重大事故等が発生し

た場合において，共通要因である地震，津波，火災及び溢水によ

り，同時に機能喪失せず，また，非常用所内電気設備を含めて少

なくとも１系統は人の接近性を確保する設計とする。 

 

 

(7) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時において

その機能を考慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給

することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，非常用交流電源設備を設ける

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-15 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(9) 燃料補給設備 

重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用に軽油

を補給するために，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で

使用する軽油が，枯渇をすることを防止するため，補機駆動用

の軽油を補給することを目的として使用する。 

 

 

(10) 自主対策設備の整備 

電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 125V 代替充電器用電源車接続設備 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した

場合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，

125V 代替充電器用電源車接続設備を設ける。 

125V 代替充電器用電源車接続設備は，可搬型代替交流電源

設備が代替所内電気設備を経由せずに直接 125V 代替充電器を

受電することにより，必要な負荷に電源供給することを可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 燃料補給設備 

重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用に軽油

を補給するために，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で

使用する軽油が，枯渇をすることを防止するため，補機駆動用

の軽油を補給することを目的として使用する。 

 

 

(9) 自主対策設備の整備 

電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 後備変圧器 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，66kV 送電線から非常用所内電気設備に電源を供

給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の

著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい

損傷を防止するために，後備変圧器を設ける。 

後備変圧器は，66kV 送電線から受電し，非常用所内電気設備

の非常用高圧母線を操作することで，非常用所内電気設備に電

源供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違 

・女川は電源車から代替所内電気設備を経

由して 125V 充電器へ給電する手段とは

別に，自主対策設備として代替所内電気

設備を経由せずに電源車から 125V 代替

充電器に給電する手段を整備している。 

・泊は可搬型代替直流電源設備専用の発電

機から専用の電路を経由して可搬型直

流変換器へ給電する手段を整備する。 

 

 

 

設備・運用の相違 

・泊は大飯と同様に 66kV（大飯は 77kV）送

電線から後備変圧器を経由して給電す

る手段を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-16 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，３号炉から号炉間電力融通ケーブル（常設）又

は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）に電源を供給することに

より，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

るために，号炉間電力融通設備を設ける。 

号炉間電力融通設備は，号炉間電力融通ケーブル（常設）を

２号炉の代替所内電気設備である緊急用高圧母線（緊急用電気

品建屋側）及び３号炉の非常用所内電気設備である非常用高圧

母線に遮断器の手動操作で接続することで，２号炉の非常用所

内電気設備に電源供給し，また，号炉間電力融通ケーブル（可

搬型）を２号炉の代替所内電気設備である緊急用高圧母線（原

子炉建屋側）及び３号炉の非常用所内電気設備である非常用高

圧母線に手動で接続後，遮断器の手動操作で接続することで，

２号炉の非常用所内電気設備に電源供給する設計とする。 

 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，１号又は２号炉から号炉間連絡ケーブル又は号

炉間連絡予備ケーブルに電源を供給することにより，重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転

停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，号炉間

電力融通設備を設ける。 

号炉間電力融通設備は，号炉間連絡ケーブルを接続し，３号

炉の非常用所内電気設備である非常用高圧母線及び１号又は

２号炉の非常用所内電気設備である非常用高圧母線に遮断器

の手動操作で接続することで，３号炉の非常用所内電気設備に

電源供給し，また，号炉間連絡予備ケーブルを敷設し，３号炉

の非常用所内電気設備である非常用高圧母線及び１号又は２

号炉の非常用所内電気設備である非常用高圧母線に手動で接

続後，遮断器の手動操作で接続することで，３号炉の非常用所

内電気設備に電源供給する設計とする。 

 

(ⅲ) 開閉所設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合，１号又は２号炉から開閉所設備に電源を供給す

ることにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために，開閉所設備を設ける。 

開閉所設備は，開閉所設備を３号炉の非常用所内電気設備で

ある非常用高圧母線及び１号又は２号炉の非常用所内電気設

備である非常用高圧母線に遮断器の手動操作で接続すること

で，３号炉の非常用所内電気設備に電源供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

・女川：号炉間電力融通ケーブル（常設）

→泊：号炉間連絡ケーブル 

・女川：号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

→泊：号炉間連絡予備ケーブル 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

設備・運用の相違 

・給電ルートは異なるが，他号炉のディー

ゼル発電機から自号炉の非常用所内電

気設備に号炉間電力融通できるという

点において同等である。 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違 

・泊は大飯と同様に号機間電力融通設備以

外の自主対策設備（開閉所設備）により，

他号炉のディーゼル発電機から給電す

る手段を整備する。 
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赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14.2 重大事故等対処設備 

3.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

3.14.2.1.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，非

常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給すること

により，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するこ

とを目的として配備するものである。 

可搬型代替交流電源設備の電気系統は，ディーゼルエンジン及

び発電機を搭載した「電源車」，電源車を接続する「電源車接続口

（原子炉建屋西側）」及び「電源車接続口（原子炉建屋東側）」

並びに代替所内電気設備として電路を構成する「緊急用高圧母線

2G 系」及び「緊急用動力変圧器 2G系」並びに電源供給先である

「非常用高圧母線 2C 系」，「非常用高圧母線 2D系」及び「緊急用

低圧母線 2G 系」で構成する。 

 

 

可搬型代替交流電源設備の燃料移送系は，燃料を保管する「軽

油タンク」及び「ガスタービン発電設備軽油タンク」並びに軽油

タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクから電源車まで燃

料を運搬する「タンクローリ」で構成する。 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，電源車を非常用高圧母線 2C 系及

び非常用高圧母線2D系又は緊急用低圧母線2G系に接続すること

で電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 3.14－1～6 に，本系統に関する重大事故

等対処設備一覧を表 3.14－1 に示す。 

本系統は，電源車を所定の接続先（電源車接続口（原子炉建屋

西側）又は電源車接続口（原子炉建屋東側））に接続し，緊急用

高圧母線 2G 系，非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系

の系統構成を行った後，電源車の操作ボタンにより起動し，運転

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2 重大事故等対処設備 

2.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

2.14.2.1.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，非

常用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に

電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止することを目的として設置するものである。 

可搬型代替交流電源設備の電気系統は，ディーゼルエンジン及

び発電機を搭載した「可搬型代替電源車」，可搬型代替電源車を

接続する「Ａ－可搬型代替電源接続盤」及び「Ｂ－可搬型代替電

源接続盤」並びに電源供給先である「非常用高圧母線（6-A）」，

「非常用高圧母線（6-B）」及び「代替格納容器スプレイポンプ変

圧器盤」で構成する。 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備の燃料油設備は，燃料を保管する「デ

ィーゼル発電機燃料油貯油槽」及び「燃料タンク（SA）」，ディー

ゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から可搬型代替電

源車まで燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」及び「ディー

ゼル発電機燃料油移送ポンプ」で構成する。 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替電源車を非常用高圧母

線（6-A），非常用高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポ

ンプ変圧器盤に接続することで電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 2.14.1～5に，本系統に関する重大事故等

対処設備一覧を表 2.14.1 に示す。 

本系統は，可搬型代替電源車を所定の接続先（Ａ－可搬型代替

電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤）に接続し，可搬型代

替電源車の操作器により起動し，非常用高圧母線（6-A），非常用

高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に接

続することで電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違 

・女川：電源車接続口（原子炉建屋西側）,

電源車接続口（原子炉建屋東側）→泊：

Ａ－可搬型代替電源接続盤，Ｂ－可搬型

代替電源接続盤 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

図表番号の付番の相違 

・女川：●.▲－■→泊：●.▲.■ 

（以降，同様の箇所の相違理由の記載は

省略する。） 

設備・運用の相違 

・女川は系統構成を行った後に電源車を起

動するが，泊は可搬型代替電源車を起動

した後に非常用高圧母線に接続する。給

電順序は異なるが非常用高圧母線に給

電するという点において同等である。 

記載表現の相違 

・女川：操作ボタン→泊：操作器 
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大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

電源車は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよ

りタンクローリを用いて燃料を電源車に補給することで電源車

の運転を継続する。 

 

 

 

 

また，タンクローリは，電源車だけでなく，ガスタービン発電設

備軽油タンク，大容量送水ポンプ(タイプⅠ）及び熱交換器ユニ

ットに対しても燃料補給を行う。 

 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独

立性及び位置的分散については，3.14.2.1.3 項に詳細を示す。 

 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）については，「3.4 原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則 47条に対する方針を示す章）」，「3.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則

48 条に対する方針を示す章）」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却

等のための設備（設置許可基準規則 49 条に対する方針を示す

章）」，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

（設置許可基準規則 50条に対する方針を示す章）」，「3.8 原子

炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準

規則 51 条に対する方針を示す章）」，「3.9 水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則 52

条に対する方針を示す章）」，「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備（設置許可基準規則 54 条に対する方針を示す章）」

及び「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則 56 条に対する方針を示す章）」並びに熱交換器ユ

ニットについては，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備（設置許可基準規則 48条に対する方針を示す章）」，「3.7 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準

規則 50 条に対する方針を示す章）」，「3.8 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則 51 条に対

する方針を示す章）」及び「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備（設置許可基準規則 54 条に対する方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料

タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料

油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて燃料を可搬型代替電源車

に補給することで可搬型代替電源車の運転を継続する。 

 

 

 

また，可搬型タンクローリーは，可搬型代替電源車だけでなく，

代替非常用発電機，可搬型直流電源用発電機及び緊急時対策所用

発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型大容量海水送

水ポンプ車に対しても燃料補給を行う。 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独

立性及び位置的分散については，2.14.2.1.3 項に詳細を示す。 

 

なお，緊急時対策所用発電機については，「2.18 緊急時対策

所の居住性等に関する設備（設置許可基準規則第 61 条に対する

方針を示す章）」で，可搬型大型送水ポンプ車については，「2.4 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備（設置許可基準規則第 47条に対する方針を示す章）」，

「2.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可

基準規則第 48条に対する方針を示す章）」，「2.6 原子炉格納容

器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49 条に対する

方針を示す章）」，「2.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備（設置許可基準規則第 50条に対する方針を示す章）」，

「2.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備（設置許可基準規則第 52条に対する方針を示す章）」，「2.11 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 54

条に対する方針を示す章）」，「2.12 工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備（設置許可基準規則第 55 条に対する

方針を示す章）」及び「2.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する方針を示す章）」

で，可搬型大容量海水送水ポンプ車については，「2.11 使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 54 条に

対する方針を示す章）」，「2.12 工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための設備（設置許可基準規則第 55 条に対する方針

を示す章）」及び「2.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する方針を示す章）」で

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

燃料補給対象設備の相違 

 

 

 

 

 

 

燃料補給対象設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-19 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-20 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-21 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-22 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-23 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-24 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-25 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-26 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 電源車 

エンジン 

台    数：４（予備１*） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：４（予備１*） 

種    類：三相同期発電機 

容    量：約 400kVA（１台当たり) 

力    率：0.85（遅れ) 

電    圧：6.9kV 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（原子炉建屋西側又は原子炉建屋東側） 

 

保 管 場 所：屋外 

（第２保管エリア，第３保管エリア及び第

４保管エリア) 

 

*：可搬型代替交流電源設備の電源車，可搬型代替直流電源

設備の電源車又は緊急時対策所用代替交流電源設備の電

源車（緊急時対策所用)として使用する。 

 

(2) 軽油タンク 

種    類：横置円筒形 

基    数：６（１系列につき３基) 

：１（１系列につき１基) 

容    量：約 110kL（１基当たり) 

：約 170kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：66℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(3) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種    類：横置円筒形 

基    数：３ 

容    量：約 110kL（１基当たり) 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：50℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

2.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 可搬型代替電源車 

エンジン 

台    数：２（予備２） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：２（予備２） 

型    式：回転界磁形同期発電機 

容    量：約 2,200kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側

32m エリア） 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m

エリア(a)及び展望台行管理道路脇西側

60m エリア） 

 

 

 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：種類→泊：型式 

（以降，同様の箇所の相違理由の記載は省

略する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-27 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) タンクローリ 

容    量：約 4.0kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備１） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（第２保管エリア，第３保管エリア及び第

４保管エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

(5) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側

31m エリア(b)） 

 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 1,000kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 400V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.24.8m 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-28 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，

表 3.14－2で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

電源については，電源車を非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機と位置的分散された屋外（第２保管

エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア）に保管し，設置位

置についても非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機と位置的分散された屋外（原子炉建屋西側又は

原子炉建屋東側）に設置する設計とする。 

電路については，可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線2C

系及び非常用高圧母線 2D 系を受電する電路を，非常用交流電源

設備から同母線及び非常用高圧母線 2H 系を受電する電路に対し

て，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によって

同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

 

電源の冷却方式については，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機の水冷式に対して，電源車は空冷

式とすることで，多様性を確保する設計とする。 

燃料源については，非常用ディーゼル発電機は非常用ディーゼル

発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク

からの供給であるのに対して，電源車は車載燃料とすることで，

位置的分散された設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，表 3.14－3で示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，

非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，

表 2.14.2 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

電源については，可搬型代替電源車をディーゼル発電機と位置的

分散された屋外（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア

(a)及び展望台行管理道路脇西側 60m エリア）に保管し，設置位

置についてもディーゼル発電機と位置的分散された屋外（３号炉

東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア）に設置する設計とす

る。 

電路については，可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線

（6-A），非常用高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポン

プ変圧器盤を受電する電路を，非常用交流電源設備から同母線を

受電する電路に対して，独立した電路で系統構成することによ

り，共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設

計とする。 

電源の冷却方式については，ディーゼル発電機の水冷式に対し

て，可搬型代替電源車は空冷式とすることで，多様性を確保する

設計とする。 

燃料源については，ディーゼル発電機はディーゼル発電機燃料油

サービスタンクからの供給であるのに対して，可搬型代替電源車

は車載燃料とすることで，位置的分散された設計とする。 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，表 2.14.3 で示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，

非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

保管場所の相違 

設置場所の相違 

 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-29 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-30 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，可搬型で屋外の第２

保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，

重大事故等時は，屋外（原子炉建屋西側又は東側）に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時

における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－

4 に示す設計とする。 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，可搬型で

屋外の１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及

び展望台行管理道路脇西側 60m エリアに保管し，重大事故等

時は，屋外（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリ

ア）に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，表 2.14.4 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

 

保管場所の相違 

 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-31 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14－5 に示す設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，常設で屋外に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，表 3.14－6に示す設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，常設で屋外に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 2.14.5 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-32 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋

外に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，表 2.14.6 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送

ポンプは，常設でディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時

における，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，表 2.14.7 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-33 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

d. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外

の第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアに保

管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－7 に示す設計とする。 

 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，可搬

型で屋外の１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア

(b)に保管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.8 に示す設計

とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

可搬型代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ

変圧器盤は，常設で原子炉補助建屋 T.P.24.8m に設置する設

備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

表 2.14.9 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

保管場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-34 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作が必要な燃料移送系の各機

器並びに電源車，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備の

各遮断器については，設置場所又は中央制御室で容易に操作可

能な設計とする。 

表 3.14－8～11 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作が必要な燃料油設備の各機

器並びに可搬型代替電源車及び非常用所内電気設備の各遮断

器については，設置場所で容易に操作可能な設計とする。 

 

表 2.14.10～14 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

操作場所の相違 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-35 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作

性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作

性を示す。 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-36 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，原子炉建屋に設置す

る電源車接続口(原子炉建屋西側）又は電源車接続口(原子炉

建屋東側）まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

また，電源車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所で

の操作が可能な設計とする。 

電源車の現場操作パネルは，誤操作防止のために名称を明記

することで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な

操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

 

電源車のケーブルは，コネクタ接続が可能な設計とし，あら

かじめ足場を設けることで電源車接続口(原子炉建屋西側）

又は電源車接続口(原子炉建屋東側）に容易に接続及び敷設

可能な設計とする。 

また，電源車は２台同期運転が可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

b. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，D/G 軽油タンク

出口弁及び HPCS D/G 軽油タンク出口弁並びに D/G 軽油タン

ク払出口止め弁及び HPCS D/G 軽油タンク払出口止め弁を手

動弁とすることで，設置場所で確実に操作可能な設計とす

る。 

（57－2，57－3） 

 

ｃ．ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，GTG軽油タンク出口弁及び GTG 軽油タンク払出口止

め弁を手動弁とすることで，設置場所で確実に操作可能な設

計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，屋外に設

置するＡ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源

接続盤まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所に

て車輪止めによる固定等が可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車は，付属の操作器等により，設置場

所での操作が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車の現場操作器は，誤操作防止のために名称

等により識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を

考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な

設計とする。 

可搬型代替電源車のケーブルは，ボルト・ネジ接続が可能な

設計とし，一般的に用いられる工具を用いることでＡ－可搬

型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤に容易に

接続及び敷設可能な設計とする。 

 

（57－2，57－4） 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口の手動操作によ

り，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

 

 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，燃料タン

ク（SA）給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可

能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設置場所の相違 

設備名称の相違 

・女川：電源車接続口(原子炉建屋西側），

電源車接続口(原子炉建屋東側）→泊：Ａ

－可搬型代替電源接続盤，Ｂ－可搬型代

替電源接続盤 

記載表現の相違（車輪止め） 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ，操作パネル→泊：

操作器 

識別に係る記載表現の相違 

設備・運用の相違（ケーブルの接続方法） 

 

 

設備・運用の相違 

・泊の可搬型代替電源車は１台で給電可能

な設計とする。 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

操作対象の相違 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-37 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，設置場所にて

付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計と

する。 

タンクローリは付属の操作スイッチを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識

別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

できる設計とする。 

タンクローリは，D/G 軽油タンク払出口止め弁及び HPCS 

D/G 軽油タンク払出口止め弁並びに GTG 軽油タンク払出口止

め弁まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，専用の接続方式である専用金具にすることにより，容

易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号) 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送

ポンプは，設置場所での操作器により操作が可能な設計と

し，誤操作防止のために名称等により識別可能とすることで

操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を

確保し，容易に操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ

出口連絡サンプリング弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び

燃料油サービスタンク入口弁の手動操作により，設置場所で

確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，設置

場所にて付属の操作器からの操作器操作で起動する設計と

する。 

可搬型タンクローリーは付属の操作器を操作するにあたり，

操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能

とし，操作者の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

及び T.P.10.3m 原子炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接

続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可能な車両設計とする

とともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計

とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，簡便な接続方法により，容易かつ確実に操作可能な設

計とする。 

（57－2，57－4） 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

可搬型代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ

変圧器盤は操作不要である。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ，スイッチ操作→泊：

操作器 

・女川：運転員→泊：操作者 

 

識別に係る記載表現の相違 

 

 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

操作対象箇所の相違 

記載表現の相違（車輪止め） 

 

記載表現の相違（大飯資産実績を参照） 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-38 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，表 3.14－12 に示す

ように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，

特性試験，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

 

また，電源車は車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

電源車は，運転性能の確認として，発電機の運転状態とし

て電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とすることによ

り出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，電源車の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認す

る分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

また，電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，表

2.14.15 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能試験，特性試験，分解点検及び外観点検が可能な

設計とする。 

また，可搬型代替電源車は車両としての運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車は，運転性能の確認として，発電機の運

転状態として電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とす

ることにより出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車の部品状態の確認として，目視等に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないこ

とを確認する分解点検又は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設

計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-39 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，表 3.14－13 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及

び漏えい試験が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に開

放検査が可能な設計とする。 

軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及

ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設

計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，表 3.14－14 に示すように，発電用原子炉の運転中

又は停止中に外観検査及び漏えい試験が可能な設計とし，発

電用原子炉の停止中に開放検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視

により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がない

ことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマ

ンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とす

る。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実

施が可能な設計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離

弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が

可能な計器を設ける設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，表 2.14.16 に示すように，発電用原子炉の運転中又は

停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計と

する。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないこ

との確認が可能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施

が可能な設計とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可

能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-40 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.17

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点

検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影

響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可

能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計

とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設け

る設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-41 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，表 3.14－15

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試

験，機能・性能試験，分解検査又は取替え並びに外観検査が

可能な設計とする。 

また，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観検

査が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量及び漏えいの確認が可能なように油

面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマ

ンホールを設ける設計とする。 

さらに，タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認がで

きる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送

ポンプは，表 2.14.18 に示すように，発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能・性能試験，漏えい試験，分解点検及び外

観点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認と

して，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポン

プ周りの振動，異音，異臭等の確認が可能な設計とする。 

具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能

試験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認と

して，目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，

腐食等がないことを確認する分解点検が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，表

2.14.19 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

漏えい試験，機能・性能試験，分解点検又は取替え並びに外

観点検が可能な設計とする。 

また，可搬型タンクローリーは車両として運転状態の確認及

び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能な

ように油面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能な

ようにマンホールを設ける設計とする。 

さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-42 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

可搬型代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ

変圧器盤は，表 2.14.20 に示すように，発電用原子炉の運転

中又は停止中に特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の外観点検として，

目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がない

こと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-43 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用

しない。 

なお，必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は表

3.14－8～11 と同様である。 

非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切り替

えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離及

び可搬型代替交流電源設備の接続として，非常用高圧母線 2C

系，非常用高圧母線 2D 系及び緊急用高圧母線 2G系の遮断器を

設けることにより，速やかな切替えが可能な設計とする。 

 

また，必要な燃料系統の操作は，D/G 軽油タンク出口弁，D/G 軽

油タンク払出口止め弁，HPCS D/G 軽油タンク出口弁，HPCS D/G

軽油タンク払出口止め弁，GTG 軽油タンク出口弁及び GTG 軽油

タンク払出口止め弁を設けることにより，想定される重大事故

等時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な

設計とする。 

これにより，図 3.14－7～10 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用

しない。 

なお，必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は表

2.14.10～14 と同様である。 

非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切り替

えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離及

び可搬型代替交流電源設備の接続として，非常用高圧母線（6-

A）及び非常用高圧母線（6-B）の遮断器を設けることにより，

速やかな切替えが可能な設計とする。 

 

また，必要な燃料油設備の操作は，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽給油口，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリング弁，燃料

油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁を

設けることにより，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。 

 

これにより，図 2.14.6～10 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

記載表現の相違 

・女川：燃料系統→泊：燃料油設備 

操作対象の相違 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

新規に設置する燃料タンク（SA）は，重大

事故等に必要な燃料を発電所内に保有す

るための専用タンクであるため，切替えに

は該当しないものと整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-44 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-45 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-46 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，表 3.14－16 に示すように，通

常時は電源となる電源車を代替所内電気設備と切り離し，ま

た，タンクローリを軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃

料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃

料移送ポンプ並びにガスタービン発電設備軽油タンク及びガ

スタービン発電設備燃料移送ポンプと切り離して保管するこ

とで隔離する系統構成としており，重大事故等時に接続，弁操

作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

電源車及びタンクローリは，輪留めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

（57－3，57－7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，表 2.14.21 に示すように，通常

時は電源となる可搬型代替電源車を非常用所内電気設備と切

り離し，また，可搬型タンクローリーをディーゼル発電機燃料

油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び燃料タンク

（SA）と切り離して保管することで隔離する系統構成としてお

り，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用交流電源

設備及び常設代替交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

 

可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，車輪止めに

よる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

なお，可搬型代替電源車は，飛散物となって他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

記載表現の相違（車輪止め） 

 

 

記載の充実（大飯伊方実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-47 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及

び操作場所を表 3.14－8～11 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，屋外，中央制御室又は原

子炉建屋付属棟内で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及

び操作場所を表 2.14.10～14 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，屋外，周辺補機棟又は原

子炉補助建屋で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

他系統との隔離箇所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-48 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，想定される重大

事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求さ

れる可搬型重大事故等対処設備が，７日間連続運転する場合

に必要となる燃料量約 108kL を上回る，容量約 830kL を有す

る設計とする。 

（57－5） 

 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，想定される重大事故等時において，同時にその機能

を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，

７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 108kL を上

回る，容量約 330kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，想定される重大事故等時において，同時にその機能を

発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，７

日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 118.7kL を上

回る，容量約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，想定され

る重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを

要求される可搬型重大事故等対処設備が，７日間連続運転す

る場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL

を有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

可搬型代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送

ポンプは，可搬型代替電源車の燃料消費量を上回る，容量約

26kL/h／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原動機出力約 11kW／台

を２台有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-49 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，電源車接続口（原子炉建屋

西側）及び電源車接続口（原子炉建屋東側）から，非常用高圧

母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系並びに緊急用低圧母線 2G

系までの常設の電路は，代替所内電気設備を経由する。 

代替所内電気設備は，共通要因によって，設計基準事故対処

設備の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の各機器と

多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に

対して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因に

よって同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

これらの詳細については，3.14.2.6.5.2(3)項に記載のとお

りである。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備及びその燃料油設備に対して，多様性及び位

置的分散を図り，共通要因によって同時に機能を損なわれない

よう独立した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの詳細については，2.14.2.1.3 項に記載のとおりであ

る。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は代替所内電気設備の電路を経由しな

いため常設代替交流電源設備を同様の

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-50 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，想定される重大事故

等時において，最低限必要な設備に電力を供給できる容量を

有するものを１セット２台使用する。 

保有数は２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計５台を分散

して保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，可搬型代替交流電源設備の

電源車，可搬型代替直流電源設備の電源車又は緊急時対策所

用代替交流電源設備の電源車（緊急時対策所用）の予備とし

て使用する。 

具体的には，電源車は，常設代替交流電源設備が使用でき

ない場合，低圧代替注水系に関連する設備等に電源供給す

る。 

 

電源車から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備を受

電する場合は，原子炉建屋外から電力を供給する可搬型代替

交流電源設備に該当するため，必要設備を２セットに加えて

予備を配備する。 

必要となる負荷は，最大負荷約 671kW 及び連続負荷約 670kW

であり，約 400kVA(340kW)/台の電源車が２台必要である。 

 

 

また，電源車は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油

タンクよりタンクローリを用いて燃料を電源車に補給する。 

 

 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，想定され

る重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を供給で

きる容量を有するものを１セット１台使用する。 

保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散

して保管する。 

 

 

 

 

具体的には，可搬型代替電源車は，常設代替交流電源設備

が使用できない場合，代替炉心注水に関連する設備等に電源

供給する。 

 

可搬型代替電源車から非常用所内電気設備を受電する場合

は，原子炉建屋外から電力を供給する可搬型代替交流電源設

備に該当するため，必要設備を２セットに加えて予備を配備

する。 

必要となる負荷は，最大負荷約 788kW 及び連続負荷約 553kW

であり，約 2,200kVA（1,760kW）／台の可搬型代替電源車が

１台必要である。 

 

また，可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

又は燃料タンク（SA）よりディーゼル発電機燃料油移送ポン

プ及び可搬型タンクローリーを用いて燃料を可搬型代替電

源車に補給する。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

 

 

設備・運用の相違（使用数及び保有数） 

 

 

 

設備・運用の相違 

・女川はバックアップ用の電源車を電源車

（緊急時対策所用）としても使用する。 

 

 

炉型による給電対象設備の相違 

・女川：低圧代替注水系→泊：代替炉心注

水 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-51 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，想定される重

大事故等時において，その機能を発揮することが必要な重大

事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する設計とす

る。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求される電源車，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及

び熱交換器ユニットの連続運転が可能な燃料を，それぞれ電

源車，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び熱交換器ユニット

に供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。 

 

保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して保

管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2)確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の接続が必要な電源車ケーブル及

びタンクローリホースは，現場で容易に接続可能な設計とす

る。 

表 3.14－17～20 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－3，57－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，想定

される重大事故等時において，その機能を発揮することが必

要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する

設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求される可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発

電機並びに可搬型大型送水ポンプ車の連続運転が可能な燃

料を，それぞれ可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発電機

並びに可搬型大型送水ポンプ車に供給できる容量を有する

ものを１セット２台使用する。 

保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保

管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の接続が必要な可搬型代替電源車

ケーブル及び可搬型タンクローリーホース（ディーゼル発電機

燃料油移送ポンプ使用時は配管・弁類を含む。）は，現場で容易

に接続可能な設計とする。 

表 2.14.22～25 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

燃料補給対象の可搬型設備の相違 

 

 

 

 

設備・運用の相違（使用数及び保有数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-52 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実

な接続性を示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，あらかじめ足場を設

けることで電源車接続口（原子炉建屋西側）又は電源車接続

口（原子炉建屋東側)へコネクタ接続すること及び接続状態

を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能な設

計とする。 

（57－2，57－3，57－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実

な接続性を示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，一般的に

用いられる工具を用いることでＡ－可搬型代替電源接続盤

又はＢ－可搬型代替電源接続盤へボルト・ネジ接続すること

及び接続状態を目視で確認できることから，容易かつ確実に

接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違 

・女川：電源車接続口(原子炉建屋西側），

電源車接続口(原子炉建屋東側）→泊：Ａ

－可搬型代替電源接続盤，Ｂ－可搬型代

替電源接続盤 

設備・運用の相違（ケーブルの接続方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-53 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリと軽油タンク又

はガスタービン発電設備軽油タンクの接続については，燃料

ホースを接続するために，軽油タンク又はガスタービン発電

設備軽油タンクの払出口に特別な工具を要しない専用金具

にて接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

（57－2，57－3） 

 

(3)複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，非常用高圧母線 2C

系及び非常用高圧母線2D系又は緊急用低圧母線2G系へ電源

供給する場合それぞれにおいて，原子炉建屋の異なる面に位

置的分散を図った二箇所の接続口を設置することから，共通

要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

ｂ． タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリを接続する軽油

タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクは，100m 以上

離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により接続不可と

ならない設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

b. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディ

ーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の接続につ

いては，ホースを接続するために，ディーゼル発電機燃料油

貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内に

ホースを挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続

可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディ

ーゼル発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングライ

ンの接続については，ホースを接続するために，ディーゼル

発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインにホ

ースを簡便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実

に接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車は，非常用高

圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）へ電源供給する場

合において，原子炉建屋及び原子炉補助建屋の異なる面に位

置的分散を図った２箇所の接続口を設置することから，共通

要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替交流電源設備の可搬型タンクローリーを接続

するディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，

100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により

接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設置場所の相違 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-54 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリの接続

場所は，表 3.14－17～20 と同様である。 

これらの接続場所は，想定される重大事故等時における放射線

量が高くなるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な設計

とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，地

震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常用交流電源設

備及び常設代替交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置的分散

を図り，第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア

の複数個所に分散して保管する設計とする。 

 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タ

ンクローリーの接続場所は，表 2.14.22～25 と同様である。 

これらの接続場所は，想定される重大事故等時における放射線

量が高くなるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な設計

とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タ

ンクローリーは，地震，津波その他自然現象又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

し，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と 100m 以

上の離隔で位置的分散を図り，１号炉西側 31mエリア，２号炉

東側 31m エリア(a)，２号炉東側 31m エリア(b)及び展望台行管

理道路脇西側 60m エリアの複数箇所に分散して保管する設計

とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

保管場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-55 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第

六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，想定

される重大事故等が発生した場合においても，保管場所から配

備場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきた

すことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設計とす

る（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート

について」参照）。 

（57－6） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，電源車から非常用高圧母線

2C 系及び非常用高圧母線 2D 系又は緊急用低圧母線 2G 系を電

源供給する系統並びに軽油タンク及びガスタービン発電設備

軽油タンクから電源車まで燃料移送する系統は，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備又は重

大事故等対処設備である常設代替交流電源設備と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.14－21 で示すとお

り，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第

六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代替電源車及び可搬型タ

ンクローリーは，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の運搬

及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルー

トを確保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場

所及びアクセスルートについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，可搬型代替電源車から非常

用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-B）へ電源供給する

系統並びにディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク

（SA）から可搬型代替電源車まで燃料移送する設備は，共通要

因によって，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

又は重大事故等対処設備である常設代替交流電源設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 2.14.26 で示す

とおり，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型代替電源車） 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送する系統→泊：燃料移送

する設備 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-56 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 
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泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-57 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14.2.2 常設代替交流電源設備 

3.14.2.2.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，非常

用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することに

より，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止すること

を目的として設置するものである。 

本系統は，ガスタービン及び発電機を搭載した「ガスタービン

発電機」，ガスタービン発電機の燃料を保管する「軽油タンク」，

軽油タンクからガスタービン発電設備軽油タンクまで燃料を運

搬する「タンクローリ」，ガスタービン発電機の近傍で燃料を保

管する「ガスタービン発電設備軽油タンク」及びガスタービン発

電設備軽油タンクからガスタービン発電機に燃料を補給する「ガ

スタービン発電設備燃料移送ポンプ」並びに代替所内電気設備と

して電路を構成する「ガスタービン発電機接続盤」，「緊急用高圧

母線 2F 系」，「緊急用高圧母線 2G 系」及び「緊急用動力変圧器 2G

系」並びに電源供給先である「非常用高圧母線 2C 系」，「非常用

高圧母線 2D 系」及び「緊急用低圧母線 2G 系」で構成する。 

なお，ガスタービン発電機は，ガスタービン発電機発電機車とガ

スタービン発電機発電機車を制御するガスタービン発電機制御

車により構成されるが，以下，ガスタービン発電機発電機車とガ

スタービン発電機制御車を合わせてガスタービン発電機と称す。 

 

本系統の概要図を図 3.14－11～15 に，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.14－22 に示す。 

本系統は，外部電源の喪失時にガスタービン発電機を自動起動

し，全交流動力電源喪失した場合に，緊急用高圧母線 2F 系を介

して非常用高圧母線2C系及び非常用高圧母線2D系又は緊急用低

圧母線 2G系に接続することで電力を供給できる設計とする。 

なお，ガスタービン発電機は，中央制御室からの遠隔操作又は設

置場所からの操作も可能な設計とする。 

 

ガスタービン発電機の運転中は，ガスタービン発電設備軽油タ

ンクからガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて自動で

燃料補給を行う。 

なお，ガスタービン発電機の起動に際しては，ガスタービン発電

機車載燃料を用いて起動し，その後はガスタービン発電機自身が

発電した電力にてガスタービン発電設備燃料移送ポンプを運転

し，継続的に燃料を補給する。 

また，軽油タンクからタンクローリにより燃料をガスタービン発

電設備軽油タンクに補給することでガスタービン発電機の運転

を継続する。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立

性及び位置的分散については，3.14.2.2.3 項に詳細を示す。 

 

2.14.2.2 常設代替交流電源設備 

2.14.2.2.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，全交流動力電源喪失した場合，非常

用所内電気設備及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電

源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉

心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい

損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「代替非

常用発電機」，代替非常用発電機の燃料を保管する「ディーゼル

発電機燃料油貯油槽」及び「燃料タンク（SA）」，ディーゼル発電

機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）から代替非常用発電機まで

燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」及び「ディーゼル発電

機燃料油移送ポンプ」並びに電源供給先である「非常用高圧母線

（6-A）」，「非常用高圧母線（6-B）」及び「代替格納容器スプレ

イポンプ変圧器盤」で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の概要図を図 2.14.11～14 に，本系統に関する重大事故

等対処設備一覧を表 2.14.27 に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に代替非常用発電機を中央制

御室の操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線（6-A），非常用

高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に接

続することで電力を供給できる設計とする。 

なお，代替非常用発電機は，中央制御室からの遠隔操作及び設置

場所からの操作が可能な設計とする。 

 

代替非常用発電機は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料

タンク（SA）より可搬型タンクローリー（ディーゼル発電機燃料

油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて燃料を代替非常用発電機

に補給することで代替非常用発電機の運転を継続する。 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立

性及び位置的分散については，2.14.2.2.3 項に詳細を示す。 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備の相違 

・女川：ガスタービン→泊：ディーゼルエ

ンジン 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の起

動方法） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-58 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-59 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-60 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-61 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-62 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-63 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台    数：２ 

使 用 燃 料：軽油 

出    力：約 3,600kW（１台当たり） 

発電機 

台    数：２ 

種    類：三相同期発電機 

容    量：約 4,500kVA（１台当たり） 

（連続定格：約 3,791kVA（１台当たり）） 

力    率：0.80（遅れ） 

電    圧：6.9kV 

周 波 数：50Hz 

取 付 箇 所：屋外（緊急用電気品建屋地上１階） 

 

(2) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種    類：横置円筒形 

基    数：３ 

容    量：約 110kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：50℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(3) ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

種    類：スクリュー式 

台    数：２ 

容    量：約 3.0m3/h（１台当たり） 

全 圧 力：約 0.5MPa[gage] 

最高使用圧力：約 0.95MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出力：約 1.5kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 代替非常用発電機 

エンジン 

台    数：２ 

使 用 燃 料：軽油 

出    力：約 1,450kW（１台当たり） 

発電機 

台    数：２ 

型    式：防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

容    量：約 1,725kVA（１台当たり） 

 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

取 付 箇 所：屋外（３号炉東側 32mエリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-64 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

(4) 軽油タンク 

種    類：横置円筒形 

基    数：６（１系列につき３基） 

：１（１系列につき１基） 

容    量：約 110kL（１基当たり） 

：約 170kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：66℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) タンクローリ 

容    量：約 4.0kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備１） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（第２保管エリア，第３保管エリア及び 

第４保管エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(3) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(4) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

(5) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側

31m エリア(b)） 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-65 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表

3.14－23 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

電源については，ガスタービン発電機を非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と位置的分散された

屋外（緊急用電気品建屋地上１階）に設置する設計とする。 

 

電路については，常設代替交流電源設備から非常用高圧母線 2C

系及び非常用高圧母線 2D 系を受電する電路を，非常用交流電源

設備から同母線及び非常用高圧母線 2H 系を受電する電路に対し

て，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によって

同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

 

電源の冷却方式については，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機の水冷式に対して，ガスタービン

発電機は空冷式とすることで，多様性を確保する設計とする。 

電源の駆動方式については，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機のディーゼルエンジン駆動に対

して，ガスタービン発電機はガスタービン駆動とすることで，多

様性を確保する設計とする。 

 

 

 

燃料源については，非常用ディーゼル発電機は非常用ディーゼル

発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク

からの供給であるのに対して，ガスタービン発電機はガスタービ

ン発電設備軽油タンクからの供給とすることで，位置的分散され

た設計とする。 

常設代替交流電源設備は，表 3.14－24 で示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，

非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

 

(6) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 1,000kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 400V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.24.8m 

 

2.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表

2.14.28 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

電源については，代替非常用発電機をディーゼル発電機と位置的

分散された屋外（３号炉東側 32mエリア）に設置する設計とする。 

 

 

電路については，常設代替交流電源設備から非常用高圧母線（6-

A），非常用高圧母線（6-B）及び代替格納容器スプレイポンプ変

圧器盤を受電する電路を，非常用交流電源設備から同母線を受電

する電路に対して，独立した電路で系統構成することにより，共

通要因によって同時に機能を損なわれないよう独立した設計と

する。 

電源の冷却方式については，ディーゼル発電機の水冷式に対し

て，代替非常用発電機は空冷式とすることで，多様性を有する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

燃料源については，ディーゼル発電機はディーゼル発電機燃料油

サービスタンクからの供給であるのに対して，代替非常用発電機

は発電機搭載燃料とすることで，位置的分散された設計とする。 

 

 

 

常設代替交流電源設備は，表 2.14.29 で示すとおり，地震，津

波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，非

常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設置場所の相違 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・女川はガスタービン発電機の駆動方式に

より非常用ディーゼル発電機に対して

多様性を有する。 

・泊は大飯と同様に代替非常用発電機の冷

却方式によりディーゼル発電機に対し

て多様性を有する。 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-66 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-67 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，屋外（緊

急用電気品建屋地上１階）に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－25 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タン

クは，常設で屋外に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14－26 に示す設計とする。 

(57－2，57－3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，屋外（３号

炉東側 32m エリア）に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，表 2.14.30 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-68 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送

ポンプは，屋外に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重

条件を考慮し，表 3.14－27 に示す設計とする。 

(57－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 軽油タンク 

常設代替交流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14

－28 に示す設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽

は，常設で屋外に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重

条件を考慮し，表 2.14.31 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-69 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋外

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，

表 2.14.32 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプは，常設でディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件を

考慮し，表 2.14.33 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-70 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

e. タンクローリ 

常設代替交流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外の

第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアに保管

し，重大事故等時は，屋外に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－29 に示す設計とする。 

 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，可搬型

で屋外の１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア

(b)に保管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.34 に示す設計

とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

常設代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変

圧器盤は，常設で原子炉補助建屋 T.P.24.8m に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.35 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

保管場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-71 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2)操作性（設置許可基準規則第 43条第１項第二号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作が必要な燃料移送系の各機器

及び非常用所内電気設備の各遮断器については，設置場所又は

中央制御室で容易に操作可能な設計とする。 

なお，ガスタービン発電機及びガスタービン発電設備燃料移送

ポンプは自動起動並びに代替所内電気設備の緊急用高圧母線

2F 系の遮断器は自動投入するが，ガスタービン発電機及び緊

急用高圧母線 2F 系は中央制御室又は設置場所において並びに

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは設置場所においても

容易に操作可能な設計とする。 

表 3.14－30～33 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作が必要な燃料油設備の各機器

及び非常用所内電気設備の各遮断器については，設置場所又は

中央制御室で容易に操作可能な設計とする。 

また，代替非常用発電機は，中央制御室及び設置場所で容易に

操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

表 2.14.36～40 に操作対象機器の操作場所を示す。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

設備名称の相違 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の起

動方法） 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-72 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-73 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性

を示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，外部電源

の喪失時に自動起動するため重大事故等時に操作を必要と

しない。 

なお，中央制御室又は設置場所の操作スイッチでも起動可能

な設計とし，操作スイッチは，誤操作防止のために名称を明

記することで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分

な操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タン

クは，GTG 軽油タンク入口弁を手動弁とすることで，設置場

所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性

を示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，全交流動力

電源喪失時に中央制御室の操作にて速やかに起動可能な設

計とする。 

なお，中央制御室及び設置場所の操作器等により操作が可能

な設計とし，操作器は，誤操作防止のために名称等により識

別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，か

つ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の起

動方法） 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ→泊：操作器 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-74 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送

ポンプは，ガスタービン発電機の起動後に自動起動するため

重大事故等時に操作を必要としない。なお，設置場所の操作

スイッチでも起動可能な設計とし，操作スイッチは，誤操作

防止のために名称を明記することで操作者の操作及び監視

性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可

能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

d. 軽油タンク 

常設代替交流電源設備の軽油タンクは，D/G 軽油タンク出

口弁及び HPCS D/G 軽油タンク出口弁並びに D/G 軽油タンク

払出口止め弁及び HPCS D/G 軽油タンク払出口止め弁を手動

弁とすることで，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽

は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口の手動操作によ

り，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

 

（57－2，57－4） 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク

（SA）給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能

な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプは，設置場所での操作器により操作が可能な設計とし，

誤操作防止のために名称等により識別可能とすることで操

作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確

保し，容易に操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ

出口連絡サンプリング弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び

燃料油サービスタンク入口弁の手動操作により，設置場所で

確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

操作対象の相違 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-75 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

e. タンクローリ 

常設代替交流電源設備のタンクローリは，設置場所にて付

属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計とす

る。 

タンクローリは付属の操作スイッチを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識

別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

できる設計とする。 

タンクローリは，D/G 軽油タンク払出口止め弁及び HPCS 

D/G 軽油タンク払出口止め弁並びに GTG 軽油タンク入口弁ま

で移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め

による固定等が可能な設計とする。 

 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，専用の接続方式である専用金具にすることにより，容

易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，設置場

所にて付属の操作器からの操作器操作で起動する設計とす

る。 

可搬型タンクローリーは付属の操作器を操作するにあたり，

操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能

とし，操作者の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

及び T.P.10.3m 原子炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接

続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可能な車両設計とする

とともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計

とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，簡便な接続方法により，容易かつ確実に操作可能な設

計とする。 

（57－2，57－4） 

 

f. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

常設代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変

圧器盤は操作不要である。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ，スイッチ操作→泊：

操作器 

・女川：運転員→泊：操作者 

 

識別に係る記載表現の相違 

 

 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

操作対象箇所の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

記載表現の相違（車輪止め） 

 

記載表現の相違（大飯審査実績を参照） 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-76 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，表 3.14

－34 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能試験，特性試験，分解検査及び外観検査が可能な設

計とする。 

ガスタービン発電機の運転性能の確認として，発電機の運

転状態として電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とす

ることにより出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，発電機の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認す

る分解検査が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電機ケーブルについて，絶縁抵抗測定

が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タン

クは，表 3.14－35 に示すように，発電用原子炉の運転中又

は停止中に外観検査及び漏えい試験が可能な設計とし，発電

用原子炉の停止中に開放検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視

により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がない

ことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマ

ンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とす

る。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実

施が可能な設計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離

弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が

可能な計器を設ける設計とする。 

（57－4） 

 

a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，表 2.14.41

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能試験，特性試験，分解点検及び外観点検が可能な設計とす

る。 

代替非常用発電機の運転性能の確認として，発電機の運転

状態として電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とする

ことにより出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，発電機の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認す

る分解点検が可能な設計とする。 

また，代替非常用発電機ケーブルについて，絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-77 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送

ポンプは，表 3.14－36 に示すように，発電用原子炉の運転

中又は停止中に機能・性能試験，漏えい試験，分解検査及び

外観検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，運転性能の確認

として，ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの吐出圧力，

ポンプ周りの振動，異音，異臭等の確認が可能な設計とする。

具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能

試験が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの部品状態の確認

として，目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある損

傷，腐食等がないことを確認する分解検査が可能な設計とす

る。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-78 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

ｄ．軽油タンク 

常設代替交流電源設備の軽油タンクは，表 3.14－37 に示

すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及び

漏えい試験が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に開放

検査が可能な設計とする。 

軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及

ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設

計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽

は，表 2.14.42 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停

止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計とす

る。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないこ

との確認が可能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施

が可能な設計とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可

能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.43

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点

検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影

響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可

能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計

とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設け

る設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-79 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプは，表 2.14.44 に示すように，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能試験，漏えい試験，分解点検及び外観

点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認と

して，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポン

プ周りの振動，異音，異臭等の確認が可能な設計とする。 

具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能

試験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認と

して，目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，

腐食等がないことを確認する分解点検が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-80 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

ｅ．タンクローリ 

常設代替交流電源設備のタンクローリは，表 3.14－38 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試

験，機能・性能試験，分解検査又は取替え並びに外観検査が

可能な設計とする。 

また，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観検

査が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量及び漏えいの確認が可能なように油

面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマ

ンホールを設ける設計とする。 

さらに，タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認がで

きる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，表

2.14.45 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

漏えい試験，機能・性能試験，分解点検又は取替え並びに外

観点検が可能な設計とする。 

また，可搬型タンクローリーは車両として運転状態の確認及

び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能な

ように油面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能な

ようにマンホールを設ける設計とする。 

さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

常設代替交流電源設備の代替格納容器スプレイポンプ変

圧器盤は，表 2.14.46 に示すように，発電用原子炉の運転中

又は停止中に特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の外観点検として，

目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がない

こと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-81 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

常設代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用し

ない。 

なお，必要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は表3.14

－30～33 と同様である。 

非常用交流電源設備から常設代替交流電源設備へ切り替え

るために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離及び

常設代替交流電源設備の接続として，非常用高圧母線 2C 系，

非常用高圧母線2D系及び緊急用高圧母線2F系の遮断器を設け

ることにより，速やかな切替えが可能な設計とする。 

 

また，必要な燃料系統の操作は，D/G 軽油タンク出口弁，D/G 軽

油タンク払出口止め弁，HPCS D/G 軽油タンク出口弁，HPCS D/G

軽油タンク払出口止め弁及び GTG 軽油タンク入口弁を設ける

ことにより，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から速やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより図 3.14－16～18 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

(57－3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用し

ない。 

なお，必要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は表

2.14.36～40 と同様である。 

非常用交流電源設備から常設代替交流電源設備へ切り替え

るために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，通常時の系統構成から非常用交流電源設備の隔離及び

常設代替交流電源設備の接続として，非常用高圧母線（6-A）及

び非常用高圧母線（6-B）の遮断器を設けることにより，速やか

な切替えが可能な設計とする。 

 

また，必要な燃料油設備の操作は，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽給油口，燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリング弁，燃料

油移送ポンプ出口連絡弁及び燃料油サービスタンク入口弁を

設けることにより，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより，図 2.14.15～19 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

記載表現の相違 

・女川：燃料系統→泊：燃料油設備 

操作対象の相違 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

新規に設置する燃料タンク（SA）は，重大

事故等に必要な燃料を発電所内に保有す

るための専用タンクであるため，切替えに

は該当しないものと整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-82 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-83 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-84 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，表 3.14－39 に示すように，通常

時は電源となるガスタービン発電機を代替所内電気設備と切

り離し，また，タンクローリを軽油タンク，非常用ディーゼル

発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備燃料移送ポンプ並びにガスタービン発電設備軽油タ

ンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプと切り離して

保管することで隔離する系統構成としており，重大事故等時に

接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，非常用交流電源設備及び可搬型代替

交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

タンクローリは，輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，ガスタービン発電機の運転中にタービン翼が破損した

としても，ガスタービン発電機周りへ防護壁を設置すること

で，タービン翼が防護壁内に留まり，飛散物となって他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とし，ガスタービン発電設備燃料移

送ポンプは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

（57－3，57－7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，表 2.14.47 に示すように，通常時

は電源となる代替非常用発電機を非常用所内電気設備と切り

離し，また，可搬型タンクローリーをディーゼル発電機燃料油

貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ及び燃料タンク

（SA）と切り離して保管することで隔離する系統構成としてお

り，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用交流電源

設備及び可搬型代替交流電源設備に対して悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

可搬型タンクローリーは，車輪止めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，代替非常用発電機は，飛散物となって他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

（57－4，57－6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

設備・運用の相違（常設及び可搬型代替交

流電源設備の給電先） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

記載表現の相違（車輪止め） 

 

設備の相違 

・女川：ガスタービン→泊：ディーゼルエ

ンジン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-85 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他系統との隔離箇所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-86 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び

操作場所を表 3.14－30～33 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射線

量が高くなるおそれが少ないため，屋外，中央制御室，緊急用電

気品建屋又は原子炉建屋付属棟内で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

3.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，想定され

る重大事故等時において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容

器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，

必要となる最大負荷約4,615kW及び連続負荷約3,220kWより

も十分な余裕を有する，非常用短時間仕様約 3,600kW/台及び

常用連続運用仕様約 3,033kW/台（力率 0.8 において非常用

短時間仕様約 4,500kVA/台及び常用連続運用仕様約

3,791kVA/台）を２台有する設計とし，約 6,066kW を確保す

る設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び

操作場所を表 2.14.36～40 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，屋外，中央制御室，周辺

補機棟又は原子炉補助建屋内で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

常設代替交流電源設備の代替非常用発電機は，想定される

重大事故等時において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運

転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，必

要となる最大負荷約2,139kW及び連続負荷約1,645kWよりも

十分な余裕を有する，約 1,380kW／台（力率 0.8 において約

1,725kVA／台）を２台有する設計とし，約 2,760kW を確保す

る設計とする。 

 

 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-87 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タン

クは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることを要求されるガスタービン発電機が７日間連続運転

する場合に必要となる燃料量約 414kL より，軽油タンクから

タンクローリにより燃料をガスタービン発電設備軽油タン

クに補給する燃料量約 160kL を差し引いた約 254kL を上回

る，容量約 330kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送

ポンプは，ガスタービン発電機２台の燃料消費量を上回る，

容量約 3.0m3/h/個，全圧力約 0.5MPa 及び原動機出力約

1.5kW/個を２台有する設計とする。 

（57－5） 

 

d. 軽油タンク 

常設代替交流電源設備の軽油タンクは，想定される重大事

故等時において，同時にその機能を発揮することを要求され

る重大事故等対処設備が，７日間連続運転する場合に必要と

なる燃料量約 234kL を上回る，容量約 830kL を有する設計と

する。 

(57－5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽

は，想定される重大事故等時において，同時にその機能を発

揮することを要求される重大事故等対処設備が，７日間連続

運転する場合に必要となる燃料量約 182.3kL を上回る，容量

約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

c. 燃料タンク（SA） 

常設代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，想定される

重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを要

求される可搬型重大事故等対処設備が，７日間連続運転する

場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL を

有する設計とする。 

（57－5） 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプは，代替非常用発電機の燃料消費量を上回る，容量約

26kL/h／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原動機出力約 11kW／台

を２台有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-88 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備及びその燃料移送系に対して，多様性及び位置

的分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわれるおそ

れがないよう設計する。 

これらの詳細については，3.14.2.2.3 項に記載のとおりであ

る。 

（57－2，5－3，57－9） 

 

3.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第３項第一号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備及びその燃料油設備に対して，多様性及び位置

的分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわれるおそ

れがないよう設計する。 

これらの詳細については，2.14.2.2.3 項に記載のとおりであ

る。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

2.14.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-89 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. タンクローリ 

常設代替交流電源設備のタンクローリは，想定される重大

事故等時において，その機能を発揮することが必要な重大事

故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する設計とす

る。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求されるガスタービン発電機，大容量送水ポンプ

（タイプⅠ)及び熱交換器ユニットの連続運転が可能な燃料

を，それぞれガスタービン発電設備軽油タンク，大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）及び熱交換器ユニットに供給できる容量

を有するものを１セット２台使用する。 

保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して保

管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

常設代替交流電源設備の接続が必要なタンクローリホース

は，現場で容易に接続可能な設計とする。 

 

表 3.14－40 に対象設備の接続場所を示す。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーは，想定さ

れる重大事故等時において，その機能を発揮することが必要

な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する設

計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求される代替非常用発電機及び緊急時対策所用発

電機並びに可搬型大型送水ポンプ車の連続運転が可能な燃

料を，それぞれ代替非常用発電機及び緊急時対策所用発電機

並びに可搬型大型送水ポンプ車に供給できる容量を有する

ものを１セット２台使用する。 

保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保

管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

常設代替交流電源設備の接続が必要な可搬型タンクローリ

ーホース（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時は配管・

弁類を含む。）は，現場で容易に接続可能な設計とする。 

表 2.14.48～50 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替非常用発電機） 

燃料補給対象の可搬型設備の相違 

 

 

 

 

設備・運用の相違（使用数及び保有数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-90 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な

接続性を示す。 

 

ａ．タンクローリ 

常設代替交流電源設備のタンクローリと軽油タンク及び

ガスタービン発電設備軽油タンクの接続については，燃料ホ

ースを接続するために，軽油タンクの払出口及びガスタービ

ン発電設備軽油タンクの給油口に特別な工具を要しない専

用金具にて接続することにより，容易かつ確実に接続可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

（57－2，57－3） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

a. タンクローリ 

常設代替交流電源設備のタンクローリを接続する軽油タ

ンクの D/G 軽油タンク払出口及び HPCS D/G 軽油タンク払出

口並びにガスタービン発電設備軽油タンクの GTG 軽油タン

ク給油口は，複数箇所設置し，軽油タンクの各々の接続箇所

及びガスタービン発電設備軽油タンクの各々の接続箇所が

共通要因により接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な

接続性を示す。 

 

a. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディー

ゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の接続につい

ては，ホースを接続するために，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内にホ

ースを挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続可

能な設計とする。 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーとディー

ゼル発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングライン

の接続については，ホースを接続するために，ディーゼル発

電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインにホー

スを簡便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実に

接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

a. 可搬型タンクローリー 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーを接続す

るディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，

100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により

接続不可とならない設計とする。 

 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-91 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備のタンクローリの接続場所は，表3.14

－40 と同様である。これらの接続場所は，想定される重大事故

等時における放射線量が高くなるおそれが少ないため，接続場

所で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型設備であるタンクローリは，

地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常用交流電源

設備と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，第２保管エリア，

第３保管エリア及び第４保管エリアの複数個所に分散して保

管する設計とする。 

(57－2) 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第

六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型タンクローリーの接続場所

は，表 2.14.48～50 と同様である。これらの接続場所は，想定

される重大事故等時における放射線量が高くなるおそれが少

ないため，接続場所で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型設備である可搬型タンクロ

ーリーは，地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常

用交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置的分散を図り，１号

炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)の複数箇所に

分散して保管する設計とする。 

（57－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第

六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

保管場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-92 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型設備であるタンクローリは，

想定される重大事故等が発生した場合においても，保管場所か

ら配備場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障を

きたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設計

とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについて」参照)。 

（57－6） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第３第七号） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備のうち，軽油タンクからガスタービン

発電設備軽油タンクまで燃料移送する系統は，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備又は重大

事故等対処設備である可搬型代替交流電源設備と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.14－41 で示すとお

り，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

(57－2，57－3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

常設代替交流電源設備の可搬型設備である可搬型タンクロ

ーリーは，想定される重大事故等が発生した場合においても，

保管場所から配備場所までの経路について，設備の運搬及び移

動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確

保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及び

アクセスルートについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備のうち，ディーゼル発電機燃料油貯油

槽及び燃料タンク（SA）から代替非常用発電機まで燃料移送す

る設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，表 2.14.51 で示すとおり，多様性及び位置的分散を図

る設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送する系統→泊：燃料移送

する設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-93 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 
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泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-94 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 

3.14.2.3.1 設備概要 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失した場

合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として

設置するものである。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電

源供給する「125V 蓄電池 2A」及び「125V 蓄電池 2B」並びに交流

電源復旧後に直流電源が必要な設備に電源供給する「125V 充電

器 2A」及び「125V 充電器 2B」で構成する。 

本系統の概要図を図 3.14－19～21 に，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.14－42 に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後に 125V 蓄電池 2A 及び 125V

蓄電池 2B から設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に

電源供給を行い，全交流動力電源喪失から１時間以内に中央制御

室において，全交流動力電源喪失から８時間後に，不要な負荷の

切離しを行い，全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電

源供給することが可能である。 

 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備の復旧後に，交流電源を 125V 充電器 2A 及び 125V 蓄

電池 2A 並びに 125V 充電器 2B 及び 125V 蓄電池 2B を経由して

125V 直流主母線盤 2A 及び 125V 直流主母線盤 2A-1 並びに 125V

直流主母線盤2B及び125V直流主母線盤2B-1に接続することで，

電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 

2.14.2.3.1 設備概要 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失した場

合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として

設置するものである。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に直流電源が必要な設備に電

源供給する「蓄電池（非常用）」及び「後備蓄電池」並びに交流電

源復旧後に直流電源が必要な設備に電源供給する「Ａ充電器」及

び「Ｂ充電器」で構成する。 

本系統の概要図を図 2.14.20～24 に，本系統に関する重大事故

等対処設備一覧を表 2.14.52 に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後に蓄電池（非常用）から設

計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，

全交流動力電源喪失から１時間以内に中央制御室及び中央制御

室に隣接する安全系計装盤室において，全交流動力電源喪失から

８時間後に，不要な負荷の切離しを行い，蓄電池（非常用）及び

後備蓄電池を組み合わせることにより全交流動力電源喪失から

24 時間必要な負荷に電力を供給することが可能である。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備の復旧後に，交流電源をＡ充電器，Ｂ充電器及び蓄電

池（非常用）を経由してＡ直流母線及びＢ直流母線に接続するこ

とで，電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 

 

設備・対応手段の相違（負荷切り離し） 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（直流母線） 

設備・運用の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備に電力を供

給するという点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-95 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-96 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-97 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-98 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-99 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-100 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-101 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 125V 蓄電池 2A 

個    数：１ 

電    圧：125V 

容    量：約 8,000Ah 

取 付 箇 所：制御建屋地下２階，制御建屋地下１階及び 

制御建屋地下中１階 

 

(2) 125V 蓄電池 2B 

個    数：１ 

電    圧：125V 

容    量：約 6,000Ah 

取 付 箇 所：制御建屋地下１階 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 125V 充電器 2A 

個    数：１ 

直流出力電圧：133.8V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：制御建屋地下１階 

 

(4) 125V 充電器 2B 

個    数：１ 

直流出力電圧：133.8V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：制御建屋地下１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 蓄電池（非常用） 

組    数：２ 

電    圧：約 130V 

容    量：約 2,400Ah（１組当たり） 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 後備蓄電池 

組    数：２ 

電    圧：約 130V 

容    量：約 2,400Ah（１組当たり） 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.14.2m 

 

(3) Ａ充電器 

台    数：１ 

直流出力電圧：129V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

(4) Ｂ充電器 

台    数：１ 

直流出力電圧：129V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-102 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である

非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがない

よう，表 3.14－43 で示すとおり，位置的分散を図った設計とす

る。 

125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B は，125V 直流主母線盤 2A 及

び 125V 直流主母線盤 2B に直流電源を給電することで，非常用デ

ィーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた直流電源

からの給電に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

125V 蓄電池 2A及び 125V 蓄電池 2Bは，原子炉建屋付属棟内の非

常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機と異なる制御建屋内に設置することで，位置的分散を図る設計

とする。 

 

 

125V 蓄電池 2A及び 125V 蓄電池 2Bを使用した代替電源系統は，

125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2Bから 125V 直流主母線盤 2A 及

び 125V 直流主母線盤 2B までの電源系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機の交流を直

流に変換する電路を用いた 125V 直流主母線盤 2A 及び 125V 直流

主母線盤 2B までの電源系統に対して，独立した設計とする。 

 

 

 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，表 3.14－44 で示すとおり，

地震，津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止する

ため，非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

(57－2，57－3，57－10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である

非常用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがない

よう，表 2.14.53 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

 

蓄電池（非常用）は，Ａ直流母線及びＢ直流母線に直流電源を給

電することで，ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を

用いた直流電源からの給電に対して，多様性を有する設計とす

る。 

後備蓄電池は，Ａ直流母線及びＢ直流母線に直流電源を給電する

ことで，ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた

直流電源からの給電に対して，多様性を有する設計とする。 

蓄電池（非常用）及び後備蓄電池は，ディーゼル発電機建屋内の

ディーゼル発電機と異なる原子炉補助建屋内に設置することで，

位置的分散を図る設計とする。 

 

また，後備蓄電池は，原子炉補助建屋内の蓄電池（非常用）と異

なる区画に設置することで，位置的分散を図る設計とする。 

蓄電池（非常用）及び後備蓄電池を使用した代替電源系統は，蓄

電池（非常用）からＡ直流母線及びＢ直流母線までの電源系統並

びに後備蓄電池からＡ直流母線及びＢ直流母線までの電源系統

において，独立した電路で系統構成することにより，ディーゼル

発電機の交流を直流に変換する電路を用いたＡ直流母線及びＢ

直流母線までの電源系統に対して，独立した設計とする。 

また，後備蓄電池を使用した代替電源系統は，後備蓄電池からＡ

直流母線及びＢ直流母線までの電源系統において，独立した電路

で系統構成することにより，蓄電池（非常用）からＡ直流母線及

びＢ直流母線までの電源系統に対して，独立した設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，表 2.14.54 で示すとおり， 

地震，津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止する

ため，非常用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

設備名称の相違（直流母線） 

設備名称の相違（D/G） 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

設置場所の相違 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-103 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-104 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 125V 蓄電池 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2A は，制御建

屋地下２階，制御建屋地下１階及び制御建屋地下中１階に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮

し，表 3.14－45 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 125V 蓄電池 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2B は，制御建

屋地下１階に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14－46 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 蓄電池（非常用） 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，原子

炉補助建屋 T.P.10.3m に設置する設備であることから，その

機能を期待される重大事故等時における，原子炉補助建屋内

の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.55 に示す設計と

する。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-105 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 125V 充電器 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 充電器 2A は，制御建

屋地下１階に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14－47 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 後備蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，原子炉補助

建屋 T.P.14.2m に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.56 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ａ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＡ充電器は，原子炉補助建

屋 T.P.10.8m に設置する設備であることから，その機能を期

待される重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.57 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-106 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

d. 125V 充電器 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 充電器 2B は，制御建

屋地下１階に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14－48 に示す設計とする。 

(57－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)操作性(設置許可基準規則第 43条第１項第二号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の全交流動力電源喪失から１

時間以内に不要な負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室に

て容易に操作可能な設計とし，全交流動力電源喪失から８時間

後に不要な負荷の切離しを行う遮断器は，設置場所にて容易に

操作可能な設計とする。表 3.14－49 及び表 3.14－50 に操作対

象機器を示す。 

（57－3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Ｂ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ充電器は，原子炉補助建

屋 T.P.10.8m に設置する設備であることから，その機能を期

待される重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.58 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の全交流動力電源喪失から１

時間以内に簡易な操作で負荷の切離しを行う遮断器は，中央制

御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室にて容易に操

作可能な設計とし，全交流動力電源喪失から８時間後に不要な

負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室及び中央制御室に隣

接する安全系計装盤室以外の場所で容易に操作可能な設計と

する。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池をＡ直流母線及

びＢ直流母線に接続する遮断器は，中央制御室にて容易に操作

可能な設計とする。表 2.14.59～62 に操作対象機器を示す。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-107 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-108 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-109 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

以下に，所内常設蓄電式直流電源設備を構成する主要設備の

操作性を示す。 

 

a. 125V 蓄電池 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の125V蓄電池2Aは操作不要

である。 

（57－3） 

 

b. 125V 蓄電池 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の125V蓄電池2Bは操作不要

である。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 125V 充電器 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の125V充電器2Aは操作不要

である。 

（57－3） 

 

d. 125V 充電器 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の125V充電器2Bは操作不要

である。 

（57－3） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，所内常設蓄電式直流電源設備を構成する主要設備の

操作性を示す。 

 

a. 蓄電池（非常用） 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は操作不

要である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

b. 後備蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，中央制御室

又は設置場所での操作器により操作が可能な設計とし，誤操

作防止のために名称等により識別可能とすることで操作者

の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保す

ることで，容易に操作可能な設計とする。 

（57－4） 

 

c. Ａ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＡ充電器は操作不要であ

る。 

（57－4） 

 

d. Ｂ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ充電器は操作不要であ

る。 

（57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-110 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. 125V 蓄電池 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2A は，表 3.14

－51 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 蓄電池 2Aの単体及び総電圧の確

認が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計

器を設けた設計とする。 

また，蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とす

る。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 125V 蓄電池 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2B は，表 3.14

－52 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 蓄電池 2Bの単体及び総電圧の確

認が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計

器を設けた設計とする。 

また，蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とす

る。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 蓄電池（非常用） 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，表

2.14.63 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能試験及び外観点検が可能な設計とする。 

性能の確認として，蓄電池（非常用）の単体及び総電圧の

確認が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする

計器を設けた設計とする。 

また，蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とす

る。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-111 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 125V 充電器 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 充電器 2A は，表 3.14

－53 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉

の停止中に特性試験が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 充電器 2Aの盤内外部の目視によ

り性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回

路の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導体

素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

125V 充電器 2Aの出力電圧の確認を可能とする計器を設け

た設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 後備蓄電池 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，表 2.14.64

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能試験及び外観点検が可能な設計とする。 

性能の確認として，後備蓄電池の単体及び総電圧の確認が

可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を

設けた設計とする。 

また，蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とす

る。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ａ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＡ充電器は，表 2.14.65 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験，外観点検及び特性試験が可能な設計とする。 

 

性能の確認として，Ａ充電器の盤内外部の目視により性能

に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶

縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導体素子の

動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

Ａ充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設

計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-112 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

d. 125V 充電器 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 充電器 2B は，表 3.14

－54 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉

の停止中に特性試験が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 充電器 2Bの盤内外部の目視によ

り性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回

路の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導体

素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

125V 充電器 2Bの出力電圧の確認を可能とする計器を設け

た設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，通常時において本来の用途

である設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備として電

源供給しており，所内常設蓄電式直流電源設備として電源供給

元を切り替える操作を行うことなく，継続して 24 時間にわた

り電源供給することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の負荷切離し操作の対象機器

は表 3.14－49 及び表 3.14－50 と同様である。 

 

d. Ｂ充電器 

所内常設蓄電式直流電源設備のＢ充電器は，表 2.14.66 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験，外観点検及び特性試験が可能な設計とする。 

 

性能の確認として，Ｂ充電器の盤内外部の目視により性能

に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶

縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導体素子の

動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

Ｂ充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設

計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，通常時

において本来の用途である設計基準事故対処設備の非常用直

流電源設備として電源供給しており，所内常設蓄電式直流電源

設備として電源供給元を切り替える操作を行うことなく，継続

して電源供給することが可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，本来の用途以

外の用途には使用しない。後備蓄電池から電源を供給するため

に必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時におい

て，速やかな電源供給が可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池（非常用）及び後備

蓄電池を組み合わせることにより，24 時間にわたり電源供給

することが可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の負荷切離し操作の対象機器

は表 2.14.59～60 と同様であり，後備蓄電池による電源供給操

作の対象機器は表 2.14.61～62 と同様である。 

設備名称の相違（充電器） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-113 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

これにより図 3.14－22 で示すタイムチャートのとおり速や

かに不要直流負荷切離しが可能である。 

 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，通常時は設計基準事故対処

設備の非常用直流電源設備として電源供給し，重大事故等時に

系統構成を変更することなく，重大事故等対処設備の所内常設

蓄電式直流電源設備として電源供給することで，他の設備に対

して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

（57－3，57－7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

これにより図 2.14.25 で示すタイムチャートのとおり速や

かに不要な負荷の切り離し及び後備蓄電池による電源供給が

可能である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池（非常用）は，通常時

は設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備として電源供

給し，重大事故等時に系統構成を変更することなく，重大事故

等対処設備の所内常設蓄電式直流電源設備として電源供給す

ることで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の後備蓄電池は，表 2.14.67 に

示すように，通常時は遮断器により非常用直流電源設備から隔

離し，重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他系統との隔離箇所の相違 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-114 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の操作に必要な機器の設置場

所及び操作場所を表 3.14－49 及び表 3.14－50 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，中央制御室又は制御建屋

で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

3.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第２項第一号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に

125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B から設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪

失から１時間以内に，中央制御室において不要な負荷の切離し

を行う。 

さらに，全交流動力電源喪失から８時間後に，現場において不

要な負荷の切離しを行い，全交流動力電源喪失から 24 時間必

要な負荷に電源供給するために必要な容量として，125V 蓄電

池 2Aは約 8,000Ah，125V 蓄電池 2Bは約 6,000Ah を有する設計

とする。 

 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の操作に必要な機器の設置場

所及び操作場所を表 2.14.59～62 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，中央制御室，安全系計装

盤室又は原子炉補助建屋で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に

蓄電池（非常用）から設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から１時間以内

に，中央制御室及び中央制御室に隣接する安全系計装盤室にお

いて不要な負荷の切離しを行う。 

さらに，全交流動力電源喪失から８時間後に，現場において不

要な負荷の切離しを行い，蓄電池（非常用）及び後備蓄電池を

組み合わせることにより全交流動力電源喪失から 24 時間必要

な負荷に電源供給するために必要な容量として，蓄電池（非常

用）は約 2,400Ah／組を２組，後備蓄電池は約 2,400Ah／組を

２組の合計４組を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

設備・対応手段の相違（負荷切り離し） 

 

 

設備・運用の相違（蓄電池の構成） 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-115 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備に対して，位置的分散を図り，共通要因

によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設計する。

これらの詳細については，3.14.2.3.3 項に記載のとおりであ

る。 

(57－2，57－3，57－10) 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備に対して，位置的分散を図り，共通要因

によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設計する。

これらの詳細については，2.14.2.3.3 項に記載のとおりであ

る。 

（57－2，57－4，57－10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-116 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14.2.4 常設代替直流電源設備 

3.14.2.4.1 設備概要 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及

び直流電源が喪失した場合又は全交流動力電源喪失した場合，直

流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が

発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置

するものである。 

本系統は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪

失時に直流電源が必要な設備に電源供給する「125V 代替蓄電池」

及び，設計基準事故対処設備の全交流動力電源喪失時又は交流電

源及び直流電源の喪失時に，直流電源が必要な設備に電源供給す

る「250V 蓄電池」で構成する。 

本系統の概要図を図 3.14－23～26 に，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.14－55 に示す。 

本系統は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪

失直後に，125V 直流主母線盤 2A-1，125V 直流主母線盤 2B-1，

125V 直流電源切替盤 2A及び 125V 直流電源切替盤 2B を操作して

系統構成を行った後，125V 代替蓄電池から重大事故等対処設備

に電源供給を行い，電源供給開始から８時間後に，不要な負荷の

切離しを行い，電源供給開始から 24 時間必要な負荷に電源供給

することが可能である。また，設計基準事故対処設備の全交流動

力電源喪失直後又は交流電源及び直流電源の喪失直後に 250V 蓄

電池から重大事故等対処設備に電源供給を行い，電源供給開始か

ら１時間後に中央制御室において，不要な負荷の切離しを行い，

電源供給開始から 24 時間必要な負荷に電源供給することが可能

である。 

なお，可搬型代替交流電源設備の交流電源を 125V 代替充電器

及び 125V 代替蓄電池並びに 250V 充電器及び 250V 蓄電池を経由

し，125V 直流主母線盤 2A-1 及び 125V 直流主母線盤 2B-1 並びに

250V 直流主母線盤に接続することで，可搬型代替直流電源設備

として電力を供給できる設計とする。これらの詳細については，

3.14.2.5 項に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-117 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-118 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-119 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-120 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-121 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-122 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 125V 代替蓄電池 

個    数：１ 

電    圧：125V 

容    量：約 2,000Ah 

取 付 箇 所：制御建屋地上２階 

 

(2) 250V 蓄電池 

個    数：１ 

電    圧：250V 

容    量：約 6,000Ah 

取 付 箇 所：制御建屋地下２階 

 

3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

直流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表

3.14－56 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。125V 代

替蓄電池及び 250V 蓄電池は，制御建屋内又は原子炉建屋付属棟

内の非常用直流電源設備と異なる区画又は建屋に設置すること

で，非常用直流電源設備と位置的分散を図る設計とする。常設代

替直流電源設備の 125V 代替蓄電池から 125V 直流主母線盤 2A-1

及び 125V 直流主母線盤 2B-1 までの系統並びに 250V 蓄電池から

250V 直流主母線盤までの系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用直流電源設備の 125V 蓄電池 2A，125V

蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池 2H から 125V 直流主母線盤 2A，125V

直流主母線盤2B及び125V直流主母線盤2Hまでの系統に対して，

独立した設計とする。 

常設代替直流電源設備は，表 3.14－57 で示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，

非常用直流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－3，57－9，57－10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-123 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-124 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 125V 代替蓄電池 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，制御建屋地

上２階に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重条

件を考慮し，表 3.14－58 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 250V 蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，制御建屋地下２

階に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重条件を

考慮し，表 3.14－59 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-125 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

常設代替直流電源設備の操作に必要な各遮断器については，

中央制御室又は設置場所にて容易に操作可能な設計とする。 

常設代替直流電源設備のうち 125V 系統は，交流電源及び直

流電源の喪失から８時間後に不要な負荷の切離しを行う遮断

器は，中央制御室又は設置場所にて容易に操作可能な設計とす

る。 

常設代替直流電源設備のうち 250V 系統は，全交流動力電源

喪失又は交流電源及び直流電源の喪失から１時間後に不要な

負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室にて容易に操作可能

な設計とする。 

表 3.14－60～62 に操作対象機器を示す。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-126 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-127 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

以下に，常設代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性

を示す。 

 

a. 125V 代替蓄電池 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は操作不要であ

る。 

（57－3） 

 

b. 250V 蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V 蓄電池は操作不要である。 

（57－3） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

a. 125V 代替蓄電池 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，表 3.14－63

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性

能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 代替蓄電池の単体及び総電圧の

確認が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする

計器を設けた設計とする。また，蓄電池単体については，電

圧の確認が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-128 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. 250V 蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，表 3.14－64 に示

すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試

験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，250V 蓄電池の単体及び総電圧の確認

が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器

を設けた設計とする。また，蓄電池単体については，電圧の

確認が可能な設計とする。 

(57－4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

常設代替直流電源設備のうち 125V 系統は，想定される重大

事故等時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可

能な設計とする。 

常設代替直流電源設備の 125V 系統のうち 125V 代替蓄電池

は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

常設代替直流電源設備の 250V 系統のうち 250V 蓄電池は，通

常時において本来の用途である常用直流電源設備として電源

供給しており，常設代替直流電源設備として電源供給元を切り

替える操作は不要とする。 

常設代替直流電源設備の負荷切離し操作の対象機器は表

3.14－60～62 と同様である。 

これにより図 3.14－27 で示すタイムチャートのとおり速や

かに切替えが可能である。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-129 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替直流電源設備のうち 125V 代替蓄電池は，表 3.14－

65 に示すように，通常時は非常用直流電源設備と切り離すこ

とで隔離する系統構成としており，重大事故等時に遮断器操作

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非

常用直流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替直流電源設備のうち 250V 蓄電池は，通常時は常用

直流電源設備として電源供給し，重大事故等時に系統構成を変

更することなく，重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備

として電源供給することで，他の設備に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

（57－3，57－7） 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-130 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び

操作場所を表 3.14－60～62 に示す。これらの操作場所は，想

定される重大事故等時における放射線量が高くなるおそれが

少ないため，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内で操作可能な

設計とする。 

（57－2） 

 

3.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から８時間後に，現場

において不要な負荷の切離しを行い，設計基準事故対処設備の

交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間必要な負荷に電源供

給するために必要な容量として，約 2,000Ah を有する設計とす

る。 

常設代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，設計基準事故対処

設備の全交流動力電源喪失又は交流電源及び直流電源の喪失

から１時間後に，中央制御室において不要な負荷の切離しを行

い，設計基準事故対処設備の全交流動力電源喪失又は交流電源

及び直流電源の喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給するた

めに必要な容量として，約 6,000Ah を有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによっ

て当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合で

あって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-131 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

常設代替直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用直流電源設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通

要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設計

する。これらの詳細については，3.14.2.4.3 項に記載のとおり

である。 

（57－2，57－3，57－10） 

 

設備・運用の相違（常設代替直流電源設備） 
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泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-132 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14.2.5 可搬型代替直流電源設備 

3.14.2.5.1 設備概要 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源

及び直流電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供

給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，直流電源が必要な設備に電源供給を行う常設代替直

流電源設備である「125V 代替蓄電池」及び「250V 蓄電池」並び

に代替所内電気設備から受電した交流電源を直流電源に変換す

る「125V 代替充電器」及び「250V 充電器」並びに代替所内電気

設備に電源供給を行う可搬型代替交流電源設備である「電源車」，

「軽油タンク」，「ガスタービン発電設備軽油タンク」及び「タン

クローリ」並びに電源車を接続する「電源車接続口(原子炉建屋

西側）」及び「電源車接続口(原子炉建屋東側）」並びに代替所内電

気設備として電路を構成する「緊急用高圧母線 2G 系」，「緊急用

動力変圧器 2G系」及び「緊急用低圧母線 2G系」で構成する。 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，電源車を代替所

内電気設備並びに 125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池を経由

し，125V 直流主母線盤 2A-1 及び 125V 直流主母線盤 2B-1 に接続

することで，電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 系統は，電源車を代替所

内電気設備並びに 250V 充電器及び 250V 蓄電池を経由し，250V 直

流主母線盤に接続することで，電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 3.14－28～35 に，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.14－66 に示す。 

本系統のうち 125V 系統は，125V 直流主母線盤 2A-1，125V 直流

主母線盤 2B-1，125V 直流電源切替盤 2A 及び 125V 直流電源切替

盤 2Bを操作して系統構成を行った後，125V 代替蓄電池から重大

事故等対処設備に電源供給を行い，電源供給開始から８時間後

に，不要な負荷の切離しを行い，電源供給開始から 24 時間必要

な負荷に電源供給し，その後，電源車を所定の接続先である電源

車接続口(原子炉建屋西側）又は電源車接続口(原子炉建屋東側）

に接続し，電源車の操作ボタンにより起動することで，125V 代替

充電器を受電することにより，必要な負荷に合計 24 時間以上，

電源供給することが可能である。 

また，本系統のうち 250V 系統は，250V 蓄電池から重大事故等対

処設備に電源供給を行い，電源供給開始から１時間後に中央制御

室において，不要な負荷の切離しを行い，電源供給開始から 24時

間必要な負荷に電源供給し，その後，電源車から 250V 充電器を

受電することにより，必要な負荷に合計 24 時間以上，電源供給

することが可能である。 

 

 

 

2.14.2.4 可搬型代替直流電源設備 

2.14.2.4.1 設備概要 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源

及び直流電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供

給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「可搬型

直流電源用発電機」，可搬型直流電源用発電機から受電した交流

電源を直流電源に変換する「可搬型直流変換器」，可搬型直流電

源用発電機の燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油貯油槽」

及び「燃料タンク（SA）」，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃

料タンク（SA）から可搬型直流電源用発電機まで燃料を運搬する

「可搬型タンクローリー」，可搬型直流電源用発電機を接続する

「可搬型直流電源接続盤１」及び「可搬型直流電源接続盤２」並

びに可搬型直流変換器を接続する「Ａ後備蓄電池接続盤」及び「Ｂ

後備蓄電池接続盤」で構成する。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型直流電源用発電機を可搬型

直流変換器を経由し，Ａ直流母線及びＢ直流母線に接続すること

で，電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

本系統の概要図を図 2.14.26～31 に，本系統に関する重大事故

等対処設備一覧を表 2.14.68 に示す。 

本系統は，可搬型直流電源用発電機を所定の接続先である可搬

型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源接続盤２に接続し，可搬

型直流変換器を所定の接続先であるＡ後備蓄電池接続盤又はＢ

後備蓄電池接続盤に接続した後，可搬型直流電源用発電機及び可

搬型直流変換器の操作器により起動し，Ａ直流母線又はＢ直流母

線に接続することで，必要な負荷に合計 24 時間以上，電源供給

することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

設備名称の相違（直流母線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：操作ボタン→泊：操作器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-133 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

電源車は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよ

りタンクローリを用いて燃料を電源車に補給することで電源車

の運転を継続する。 

 

 

可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独

立性及び位置的分散については，3.14.2.5.3 項に詳細を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型直流電源用発電機は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又

は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリーを用いて可搬型直

流電源用発電機に燃料を補給することで可搬型直流電源用発電

機の運転を継続する。 

 

可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独

立性及び位置的分散については，2.14.2.4.3 項に詳細を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-134 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-135 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-136 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-137 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-138 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-139 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-140 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-141 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-142 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-143 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-144 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 125V 代替蓄電池 

個    数：１ 

電    圧：125V 

容    量：約 2,000Ah 

取 付 箇 所：制御建屋地上２階 

 

(2) 250V 蓄電池 

個    数：１ 

電    圧：250V 

容    量：約 6,000Ah 

取 付 箇 所：制御建屋地下２階 

 

(3) 電源車 

エンジン 

台    数：４（予備１*） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：４（予備１*） 

種    類：三相同期発電機 

容    量：約 400kVA（１台当たり) 

力    率：0.85（遅れ) 

電    圧：6.9kV 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（原子炉建屋西側又は原子炉建屋東側） 

 

保 管 場 所：屋外 

（第２保管エリア，第３保管エリア及び第

４保管エリア) 

 

*：可搬型代替交流電源設備の電源車，可搬型代替直流電源

設備の電源車又は緊急時対策所用代替交流電源設備の電

源車（緊急時対策所用)として使用する。 

 

(4) 125V 代替充電器 

個    数：１ 

直流出力電圧：133.8V 

直流出力電流：約 700A 

取 付 箇 所：制御建屋地下１階 

 

 

 

2.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 可搬型直流電源用発電機 

エンジン 

台    数：２（予備２） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：２（予備２） 

型    式：突極回転界磁形同期発電機 

容    量：約 125kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：200V 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側

32m エリア） 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m

エリア(a)，２号炉東側 31m エリア(b)及

び展望台行管理道路脇西側 60m エリア） 

 

 

 

 

(2) 可搬型直流変換器 

台    数：１（予備２） 

直流出力電圧：150V（使用電圧 125V） 

直流出力電流：200A 

取 付 場 所：原子炉補助建屋 T.P.10.3m 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-145 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

(5) 250V 充電器 

個    数：１ 

直流出力電圧：258.7V 

直流出力電流：約 400A 

取 付 箇 所：制御建屋地下２階 

 

(6) 軽油タンク 

種    類：横置円筒形 

基    数：６（１系列につき３基） 

：１（１系列につき１基） 

容    量：約 110kL（１基当たり） 

：約 170kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：66℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(7) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種    類：横置円筒形 

基    数：３ 

容    量：約 110kL（１基当たり) 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：50℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 場 所：屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-146 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(8)タンクローリ 

容    量：約 4.0kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備１） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（第２保管エリア，第３保管エリア及び第

４保管エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 可搬型タンクローリー 

容    量：約 4kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側

31m エリア(b)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-147 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用直流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，

表 3.14－67 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

125V 代替蓄電池，250V 蓄電池，125V 代替充電器及び 250V 充電器

は，制御建屋内又は原子炉建屋付属棟内の 125V 蓄電池 2A，125V

蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池 2H 並びに 125V 充電器 2A，125V 充電

器 2B 及び 125V 充電器 2H と異なる区画又は建屋に設置すること

で，非常用直流電源設備と位置的分散を図る設計とする。 

電源車，ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリは，

屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に設置又は保管するこ

とで，原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電設備燃料デ

イタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイ

タンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

125V 代替蓄電池及び電源車から 125V 直流主母線盤 2A-1 及び

125V 直流主母線盤 2B-1 までの系統並びに 250V 蓄電池及び電源

車から 250V 直流主母線盤までの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用直流電源設備の 125V 蓄電池 2A，

125V 蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池 2H から 125V 直流主母線盤 2A，

125V 直流主母線盤 2B 及び 125V 直流主母線盤 2Hまでの系統に対

して，独立性を有する設計とする。 

電源の冷却方式については，電源車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備

に対して多様性を有する設計とする。 

また，125V 代替充電器及び 250V 充電器により交流を直流に変換

できることで，125V 蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B 及び 125V 蓄電池

2H を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

可搬型代替直流電源設備は，表 3.14－68 で示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，

非常用直流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

(57－2，57－3，57－9，57－10) 

2.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常

用直流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，

表 2.14.69 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型直流電源用発電機及び可搬型タンクローリーは，屋外の

ディーゼル発電機建屋から離れた場所に設置又は保管すること

で，ディーゼル発電機建屋内のディーゼル発電機及びディーゼル

発電機燃料油移送ポンプ並びに周辺補機棟内のディーゼル発電

機燃料油サービスタンクと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

可搬型直流変換器は，原子炉補助建屋内の蓄電池（非常用）と異

なる区画に設置又は保管することで，原子炉補助建屋内の蓄電池

（非常用）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源用発電機からＡ直流母線及びＢ直流母線までの

系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用

直流電源設備の蓄電池（非常用）からＡ直流母線及びＢ直流母線

までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

 

 

 

電源の冷却方式については，可搬型直流電源用発電機の冷却方式

を空冷とすることで，冷却方式が水冷であるディーゼル発電機か

ら給電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計と

する。 

また，可搬型直流変換器により交流を直流に変換できることで，

蓄電池（非常用）を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を

有する設計とする。 

 

燃料源については，ディーゼル発電機はディーゼル発電機燃料油

サービスタンクからの供給であるのに対して，可搬型直流電源用

発電機は発電機搭載燃料とすることで，位置的分散された設計と

する。 

可搬型代替直流電源設備は，表 2.14.70 で示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，

非常用直流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9，57－10） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設置場所の相違 

保管場所の相違 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備名称の相違（D/G 燃料油移送設備） 

 

 

 

 

設備名称の相違（直流母線） 

 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-148 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-149 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-150 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.5.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.5.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 125V 代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，制御建屋

地上２階に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重

条件を考慮し，表 3.14－69 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 250V 蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，制御建屋地下

２階に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，表 3.14－70 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-151 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，可搬型で屋外の第２

保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，

重大事故等時は，屋外（原子炉建屋西側又は東側）に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時

における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－

71 に示す設計とする。 

 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 125V 代替充電器 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器は，制御建屋

地下１階に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重

条件を考慮し，表 3.14－72 に示す設計とする。 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，可

搬型で屋外の１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア

(a)，２号炉東側 31m エリア(b)及び展望台行管理道路脇西側

60m エリアに保管し，重大事故等時は，屋外（３号炉東側 32m

エリア及び３号炉西側 32m エリア）に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外

の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.71 に示す設計と

する。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，可搬型で

原子炉補助建屋 T.P.10.3m に保管及び設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等時における，原

子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.72 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

保管場所の相違 

 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

 

保管場所の相違 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-152 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

e. 250V 充電器 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器は，制御建屋地下

２階に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等時における，制御建屋内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，表 3.14－73 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14－74 に示す設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，常設で屋外に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 2.14.73 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-153 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，常設で屋外に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，表 3.14－75 に示す設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋

外に設置する設備であることから，その機能を期待される重

大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮

し，表 2.14.74 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-154 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

h. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外

の第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアに保

管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－76 に示す設計とする。 

 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な燃料移送系の各機

器並びに電源車及び代替所内電気設備の各遮断器については，

設置場所又は中央制御室で容易に操作可能な設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，交流電源及び

直流電源の喪失から８時間後に不要な負荷の切離しを行う遮

断器は，中央制御室又は設置場所にて容易に操作可能な設計と

する。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 系統は，交流電源及び

直流電源の喪失から１時間後に不要な負荷の切離しを行う遮

断器は，中央制御室にて容易に操作可能な設計とする。 

表 3.14－77～82 に操作対象機器を示す。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，可搬

型で屋外の１号炉西側31mエリア及び２号炉東側31mエリア

(b)に保管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備である

ことから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.75 に示す設計

とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な燃料油設備の各機

器並びに可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器，可搬型

代替直流電源設備及び非常用直流電源設備の各遮断器につい

ては，設置場所で容易に操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.14.76～79 に操作対象機器を示す。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

保管場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：燃料移送系→泊：燃料油設備 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-155 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-156 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-157 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の操作

性を示す。 

 

a. 125V 代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は操作不要で

ある。 

（57－3） 

 

b. 250V 蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V 蓄電池は操作不要であ

る。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の操作

性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設置場所，操作場所，操作方法の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-158 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，原子炉建屋に設置す

る電源車接続口(原子炉建屋西側）又は電源車接続口(原子炉

建屋東側）まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場

所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

また，電源車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所で

の操作が可能な設計とする。 

電源車の現場操作パネルは，誤操作防止のために名称を明記

することで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な

操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

 

電源車のケーブルは，コネクタ接続が可能な設計とし，あら

かじめ足場を設けることで電源車接続口(原子炉建屋西側）

又は電源車接続口(原子炉建屋東側）に容易に接続及び敷設

可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

d. 125V 代替充電器 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器は操作不要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（57－3） 

 

ｅ．250V 充電器 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器は操作不要であ

る。 

（57－3) 

 

f. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，D/G 軽油タンク

出口弁及び HPCS D/G 軽油タンク出口弁並びに D/G 軽油タン

ク払出口止め弁及び HPCS D/G 軽油タンク払出口止め弁を手

動弁とすることで，設置場所で確実に操作可能な設計とす

る。 

(57－2，57－3) 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，屋

外に設置する可搬型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源

接続盤２まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所

にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。 

また，可搬型直流電源用発電機は，付属の操作器等により設

置場所での操作が可能な設計とする。 

可搬型直流電源用発電機の現場操作器は，誤操作防止のため

に名称等により識別可能とすることで操作者の操作及び監

視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作

可能な設計とする。 

可搬型直流電源用発電機のケーブルは，ボルト・ネジ接続が

可能な設計とし，一般的に用いられる工具を用いることで可

搬型直流電源接続盤１又は可搬型直流電源接続盤２に容易

に接続及び敷設可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，原子炉補

助建屋の設置場所まで移動可能な設計とするとともに，設置

場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とする。 

また，可搬型直流変換器は，付属の操作器等により設置場所

での操作が可能な設計とする。 

可搬型直流変換器の現場操作器は，誤操作防止のために名称

等により識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を

考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な

設計とする。 

可搬型直流変換器のケーブルは，ボルト・ネジ接続が可能な

設計とし，一般的に用いられる工具を用いることでＡ後備蓄

電池接続盤又はＢ後備蓄電池接続盤に容易に接続及び敷設

可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口の手動操作によ

り，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

 

 

（57－2，57－4） 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

記載表現の相違（車輪止め） 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ，操作パネル→泊：

操作器 

識別に係る記載表現の相違 

 

 

設備・運用の相違（ケーブルの接続方法） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

操作対象の相違 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-159 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，GTG軽油タンク出口弁及び GTG 軽油タンク払出口止

め弁を手動弁とすることで，設置場所で確実に操作可能な設

計とする。 

(57－2，57－3) 

 

 

 

 

 

 

 

h. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，設置場所にて

付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計と

する。 

タンクローリは付属の操作スイッチを操作するにあたり，運

転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識

別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

できる設計とする。 

タンクローリは，D/G 軽油タンク払出口止め弁及び HPCS 

D/G 軽油タンク払出口止め弁並びに GTG 軽油タンク払出口止

め弁まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，専用の接続方式である専用金具にすることにより，容

易かつ確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替交流電源設備の燃料タンク（SA）は，燃料タン

ク（SA）給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可

能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，設置

場所にて付属の操作器からの操作器操作で起動する設計と

する。 

可搬型タンクローリーは付属の操作器を操作するにあたり，

操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能

とし，操作者の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

及び燃料タンク（SA）まで移動可能な車両設計とするととも

に，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計とす

る。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，簡便な接続方法により，容易かつ確実に操作可能な設

計とする。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載表現の相違 

・女川：操作スイッチ，スイッチ操作→泊：

操作器 

・女川：運転員→泊：操作者 

 

識別に係る記載表現の相違 

 

 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

操作対象箇所の相違 

記載表現の相違（車輪止め） 

記載表現の相違（大飯審査実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-160 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

ａ．125V 代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，表 3.14－

83 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 代替蓄電池の単体及び総電圧の

確認が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする

計器を設けた設計とする。また，蓄電池単体については，電

圧の確認が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．250V 蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，表 3.14－84 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，250V 蓄電池の単体及び総電圧の確認

が可能な設計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器

を設けた設計とする。また，蓄電池単体については，電圧の

確認が可能な設計とする。 

(57－4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-161 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，表 3.14－85 に示す

ように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，

特性試験，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

 

また，電源車は車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

電源車は，運転性能の確認として，発電機の運転状態とし

て電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とすることによ

り出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，電源車の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認す

る分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

 

また，電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 125V 代替充電器 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器は，表 3.14－

86 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停

止中に特性試験が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 代替充電器の盤内外部の目視に

より性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気

回路の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導

体素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

125V 代替充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設

けた設計とする。 

（57－4） 

 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，表

2.14.80 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能試験，特性試験，分解点検及び外観点検が可能な

設計とする。 

 

 

可搬型直流電源用発電機は，運転性能の確認として，発電

機の運転状態として電圧，電流及び周波数の確認が可能な設

計とすることにより出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，可搬型直流電源用発電機の部品状態の確認として，目

視等により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等が

ないことを確認する分解点検又は取替えが可能な設計とす

る。 

また，可搬型直流電源用発電機ケーブルの絶縁抵抗測定が可

能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，表

2.14.81 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能試験，特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

 

性能の確認として，可搬型直流変換器の盤内外部の目視に

より性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気

回路の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導

体素子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

可搬型直流変換器の出力電圧の確認を可能とする計器を

設けた設計とする。 

（57－3） 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機の運搬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-162 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 250V 充電器 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器は，表 3.14－87 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中

に特性試験が可能な設計とする。 

性能の確認として，250V 充電器の盤内外部の目視により

性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路

の絶縁抵抗に異常がないこと及び運転状態により半導体素

子の動作に異常がないことの確認が可能な設計とする。 

250V 充電器の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた

設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，表 3.14－88 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査及

び漏えい試験が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に開

放検査が可能な設計とする。 

軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及

ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可能な設

計とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能で

あり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設計とす

る。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とす

る。 

軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設ける設

計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，表 2.14.82 に示すように，発電用原子炉の運転中又は

停止中に外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計と

する。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないこ

との確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマン

ホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施

が可能な設計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁

を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可

能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-163 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，表 3.14－89 に示すように，発電用原子炉の運転中

又は停止中に外観検査及び漏えい試験が可能な設計とし，発

電用原子炉の停止中に開放検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視

により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がない

ことの確認が可能な設計とする。具体的にはタンク上部のマ

ンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とす

る。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実

施が可能な設計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離

弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が

可能な計器を設ける設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-164 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，表 3.14－90

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試

験，機能・性能試験，分解検査又は取替え並びに外観検査が

可能な設計とする。 

また，タンクローリは車両として運転状態の確認及び外観検

査が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量及び漏えいの確認が可能なように油

面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマ

ンホールを設ける設計とする。 

さらに，タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認がで

きる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

d. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替直流電源設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.83

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点

検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影

響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可

能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計

とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設け

る設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，表

2.14.84 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

漏えい試験，機能・性能試験，分解点検又は取替え並びに外

観点検が可能な設計とする。 

また，可搬型タンクローリーは車両として運転状態の確認及

び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能な

ように油面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能な

ようにマンホールを設ける設計とする。 

さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-165 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，本来の用途以

外の用途には使用しない。 

なお，必要な可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統の操作

の対象機器は表 3.14－77～82 と同様である。 

所内常設蓄電式直流電源設備から可搬型代替直流電源設備

の 125V 系統へ切り替えるために必要な電源系統の操作は，想

定される重大事故等時において，通常時の系統構成から速やか

な切替えが可能な設計とする。 

また，必要な燃料系統の操作は，D/G 軽油タンク出口弁，D/G 軽

油タンク払出口止め弁，HPCS D/G 軽油タンク出口弁，HPCS D/G

軽油タンク払出口止め弁，GTG 軽油タンク出口弁及び GTG 軽油

タンク払出口止め弁を設けることにより，想定される重大事故

等時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な

設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 系統は，通常時におい

て本来の用途である常用直流電源設備として電源供給してお

り，可搬型代替直流電源設備の 250V 系統として電源供給を行

う場合は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から速やかな切替えが可能な設計とする。なお，必要な可搬

型代替直流電源設備のうち 250V 系統の操作の対象機器は表

3.14－77～82 と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用

しない。 

なお，必要な可搬型代替直流電源設備の操作の対象機器は表

2.14.76～79 と同様である。 

所内常設蓄電式直流電源設備から可搬型代替直流電源設備

へ切り替えるために必要な電源系統の操作は，想定される重大

事故等時において，通常時の系統構成から速やかな切替えが可

能な設計とする。 

また，必要な燃料油設備の操作は，ディーゼル発電機燃料油貯

油槽給油口を設けることにより，想定される重大事故等時にお

いて，通常時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

・女川：燃料系統→泊：燃料油設備 

操作対象の相違 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

新規に設置する燃料タンク（SA）は，重大

事故等に必要な燃料を発電所内に保有す

るための専用タンクであるため，切替えに

は該当しないものと整理した。 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-166 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

これにより図 3.14－36～38 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これにより，図 2.14.32～35 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-167 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備のうち電源車及びタンクローリは，

表 3.14－91 に示すように，電源となる電源車を代替所内電気

設備と切り離し，また，タンクローリを軽油タンク，非常用デ

ィーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備燃料移送ポンプ並びにガスタービン発電設

備軽油タンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプと切

り離して保管することで隔離する系統構成としており，重大事

故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，非常用直流電源設備に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち125V代替蓄電池及び125V代

替充電器は，表 3.14－91 に示すように，通常時は非常用直流

電源設備と切り離すことで隔離する系統構成としており，重大

事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，非常用直流電源設備に対して悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち250V蓄電池及び250V充電器

は，通常時は常用直流電源設備として電源供給し，重大事故等

時に系統構成を変更することなく，重大事故等対処設備の常設

代替直流電源設備として電源供給することで，他の設備に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。 

電源車及びタンクローリは，輪留めによる固定等をすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

（57－3，57－7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，表 2.14.85 に示すように，電源

となる可搬型直流電源用発電機を可搬型直流変換器と切り離

し，可搬型直流変換器を非常用直流電源設備と切り離し，また，

可搬型タンクローリーをディーゼル発電機燃料油貯油槽及び

燃料タンク（SA）と切り離して保管することで隔離する系統構

成としており，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常

用直流電源設備及び所内常設蓄電式直流電源設備に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型直流電源用発電機，可搬型直流変換器及び可搬型タン

クローリーは，車輪止めによる固定等をすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（D/G） 

炉型による非常用電源設備構成の相違 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備名称の相違（蓄電池（非常用）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備名称の相違（可搬型直流変換器） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

記載表現の相違（車輪止め） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-168 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)設置場所(設置許可基準規則第 43 条第１項第六号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

他系統との隔離箇所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-169 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及

び操作場所を表 3.14－77～82 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，屋外，中央制御室又は原

子炉建屋付属棟内で操作可能な設計とする。 

(57－2) 

 

3.14.2.5.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 125V 代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，設計基準

事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から８時間後

に，現場において不要な負荷の切離しを行い，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間必要な

負荷に電源供給するために必要な容量として，約 2,000Ah を

有する設計とする。 

（57－5） 

 

b. 250V 蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から１時間後に，中

央制御室において不要な負荷の切離しを行い，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間必要な

負荷に電源供給するために必要な容量として，約 6,000Ah を

有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. 125V 代替充電器 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器は，設計基準

事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，125V

代替蓄電池による電源供給の後に，電源車を用いて 125V 代

替充電器を受電することにより，必要な負荷に電源供給する

ために必要な容量として，直流出力電流約 700A を有する設

計とし，125V 代替蓄電池による電源供給と合わせて，合計 24

時間以上必要な負荷に電源供給することを可能な設計とす

る。 

（57－5） 

 

 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及

び操作場所を表 2.14.76～79 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，屋外又は原子炉補助建屋

で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-170 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

d. 250V 充電器 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器は，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，250V 蓄

電池による電源供給の後に，電源車を用いて 250V 充電器を

受電することにより，必要な負荷に電源供給するために必要

な容量として，直流出力電流約 400A を有する設計とし，250V

蓄電池による電源供給と合わせて，合計 24 時間以上必要な

負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

（57－5） 

 

e. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，想定される重大

事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求さ

れる可搬型重大事故等対処設備が，７日間連続運転する場合

に必要となる燃料量約 91kL を上回る，容量約 830kL を有す

る設計とする。 

（57－5） 

 

 

f. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タ

ンクは，想定される重大事故等時において，同時にその機能

を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，

７日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kL を上回

る，容量約 330kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

可搬型代替直流電源設備のディーゼル発電機燃料油貯油

槽は，想定される重大事故等時において，同時にその機能を

発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，７

日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 49.0kL を上回

る，容量約 540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 燃料タンク（SA） 

可搬型代替直流電源設備の燃料タンク（SA）は，想定され

る重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを

要求される可搬型重大事故等対処設備が，７日間連続運転す

る場合に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL

を有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-171 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非

常用直流電源設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共

通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設

計する。これらの詳細については，3.14.2.5.3 項に記載のとお

りである。 

(57－2，57－3，57－10) 

 

3.14.2.5.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非

常用直流電源設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共

通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設

計する。これらの詳細については，2.14.2.4.3 項に記載のとお

りである。 

（57－2，57－4，57－10） 

 

2.14.2.4.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-172 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，想定される重大事故

等時において，最低限必要な設備に電力を供給できる容量を

有するものを１セット１台使用する。 

保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散

して保管するが，これは，可搬型代替交流電源設備である電

源車と兼用することとする。 

なお，バックアップ用の１台は，可搬型代替交流電源設備の

電源車，可搬型代替直流電源設備の電源車又は緊急時対策所

用代替交流電源設備の電源車（緊急時対策所用)の予備とし

て使用する。 

具体的には，電源車は，125V 代替充電器及び 250V 充電器

の最大負荷の合計約 248kW に対して，十分に余裕な容量を確

保するため，約 400kVA(340kW）/台の電源車を１台有する設

計とする。 

また，電源車は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油

タンクよりタンクローリを用いて燃料を電源車に補給する。 

 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，想

定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット１台使用する。 

保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散

して保管する。 

 

 

 

 

 

具体的には，可搬型直流電源用発電機は，可搬型直流変換

器の最大出力の約 30kW に対して，十分に余裕な容量を確保

するため，約 125kVA（100kW）／台の可搬型直流電源用発電

機を１台有する設計とする。 

また，可搬型直流電源用発電機は，ディーゼル発電機燃料油

貯油槽又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリーを用

いて燃料を可搬型直流電源用発電機に補給する。 

（57－5） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，想定され

る重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を供給で

きる容量を有するものを１セット１台使用する。 

保有数は１セット１台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計３台を分散

して保管する。 

具体的には，必要となる負荷は約 158.5A に対して，十分

に余裕な容量を確保するため，直流出力約 200A／台の可搬

型直流変換器が１台必要である。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

 

 

 

設備・運用の相違（使用数及び保有数） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備・運用の相違 

・女川はバックアップ用の電源車を電源車

（緊急時対策所用）としても使用する。 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

設備・運用の相違（使用数及び保有数） 

 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-173 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，想定される重

大事故等時において，その機能を発揮することが必要な重大

事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する設計とす

る。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求される電源車，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及

び熱交換器ユニットの連続運転が可能な燃料を，それぞれ電

源車，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び熱交換器ユニット

に供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保

有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して保管

する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の接続が必要な電源車ケーブル及

びタンクローリホースは，現場で容易に接続可能な設計とす

る。表 3.14－92～94 に対象設備の接続場所を示す。 

 

（57－2，57－3，57－8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーは，想定

される重大事故等時において，その機能を発揮することが必

要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する

設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求される可搬型直流電源用発電機及び緊急時対策

所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車の連続運転が可

能な燃料を，それぞれ可搬型直流電源用発電機及び緊急時対

策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車に供給できる

容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は１セッ

ト２台と，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として２台の合計４台を分散して保管する。 

（57－5，57－11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の接続が必要な可搬型直流電源用

発電機ケーブル及び可搬型タンクローリーホースは，現場で容

易に接続可能な設計とする。表 2.14.86～88 に対象機器の接続

場所を示す。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

燃料補給対象の可搬型設備の相違 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（使用数及び保有数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-174 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の確実

な接続性を示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，あらかじめ足場を設

けることで電源車接続口(原子炉建屋西側）又は電源車接続

口(原子炉建屋東側）へコネクタ接続すること及び接続状態

を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能な設

計とする。 

(57－2，57－3，57－8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリと軽油タンク又

はガスタービン発電設備軽油タンクの接続については，燃料

ホースを接続するために，軽油タンク又はガスタービン発電

設備軽油タンクの払出口に特別な工具を要しない専用金具

にて接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計と

する。 

 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の確実

な接続性を示す。 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，一

般的に用いられる工具を用いることで可搬型直流電源接続

盤１又は可搬型直流電源接続盤２へボルト・ネジ接続するこ

と及び接続状態を目視で確認できることから，容易かつ確実

に接続可能な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，一般的に

用いられる工具を用いることでＡ後備蓄電池接続盤又はＢ

後備蓄電池接続盤へボルト・ネジ接続すること及び接続状態

を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能な設

計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

c. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーとディ

ーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の接続につ

いては，ホースを接続するために，ディーゼル発電機燃料油

貯油槽又は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内に

ホースを挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続

可能な設計とする。 

 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

 

設備・運用の相違（ケーブルの接続方法） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-175 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，原子炉建屋の異なる

面に位置的分散を図った二箇所の接続口を設置することか

ら，共通要因により接続不可とならない設計とする。 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリを接続する軽油

タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクは，100m 以上

離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により接続不可と

ならない設計とする。 

(57－2) 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

a. 可搬型直流電源用発電機 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機は，原

子炉建屋及び原子炉補助建屋の異なる面に位置的分散を図

った２箇所の接続口を設置することから，共通要因により接

続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

b. 可搬型直流変換器 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，原子炉補

助建屋内の異なる区画に位置的分散を図った２箇所の接続

口を設置することから，共通要因により接続不可とならない

設計とする。 

（57－2） 

 

c. 可搬型タンクローリー 

可搬型代替直流電源設備の可搬型タンクローリーを接続

するディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，

100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により

接続不可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

設備名称の相違（燃料油貯油槽） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-176 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリの接続

場所は，表 3.14－92～94 と同様である。これらの接続場所は，

想定される重大事故等時における放射線量が高くなるおそれ

が少ないため，接続場所で操作可能な設計とする。 

 

(57－2) 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号) 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリは，地

震，津波その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常用交流電源設

備及び常設代替交流電源設備と 100m 以上の離隔で位置的分散

を図り，第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリア

の複数個所に分散して保管する設計とする。 

 

 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第

六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機，可搬型

直流変換器及び可搬型タンクローリーの接続場所は，表

2.14.86～88 と同様である。これらの接続場所は，想定される

重大事故等時における放射線量が高くなるおそれが少ないた

め，接続場所で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機及び可

搬型タンクローリーは，地震，津波その他自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮し，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と，

100m 以上の離隔で位置的分散を図り，１号炉西側 31m エリア，

２号炉東側 31m エリア(a)，２号炉東側 31m エリア(b)及び展望

台行管理道路脇西側 60m エリアの複数箇所に分散して保管す

る設計とする。 

（57－2） 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流変換器は，地震，津波

その他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮し，蓄電池（非常用）及び後

備蓄電池と原子炉補助建屋内の異なる区画に分散して保管す

る設計とする。 

（57－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第３項第

六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大

事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握する

ため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型直流電源用発電

機） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

保管場所の相違 

 

記載表現の相違 

 女川：複数個所→泊：複数箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-177 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリは，想定

される重大事故等が発生した場合においても，保管場所から配

備場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきた

すことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設計とす

る（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート

について」参照)。 

（57－6） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性(設置許可基準規則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備である非常用直流電源設備又は重大事故等対処設

備である所内常設蓄電式直流電源設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，表 3.14－95 で示すとおり，多様

性及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型直流電源用発電機及び可

搬型直流変換器は，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の運

搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスル

ートを確保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管

場所及びアクセスルートについて」参照）。 

（57－7） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第３項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事

故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備である非常用直流電源設備又は重大事故等対処設

備である所内常設蓄電式直流電源設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，表 2.14.89 で示すとおり，多様性

及び位置的分散を図る設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（可搬型代替直流電源設

備の構成） 

設備名称の相違（タンクローリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-178 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-179 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 
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泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-180 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 3.14.2.6 代替所内電気設備 

3.14.2.6.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気

設備が喪失した場合，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備から必要な設備に電源を供給するための電路を確保す

ることにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

することを目的として設置するものである。 

本系統は，電路を構成する「ガスタービン発電機接続盤」，「緊

急用高圧母線 2F 系」，「緊急用高圧母線 2G 系」，「緊急用動力変圧

器 2G 系」，「緊急用低圧母線 2G 系」，「緊急用交流電源切替盤 2G

系」，「緊急用交流電源切替盤 2C 系」，「緊急用交流電源切替盤 2D

系」，「非常用高圧母線 2C系」及び「非常用高圧母線 2D系」で構

成する。 

 

 

 

 

 

本系統の概要図を図 3.14－39～41 に，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.14－96 に示す。 

本系統は，緊急用高圧母線 2G系，緊急用交流電源切替盤 2G系，

緊急用交流電源切替盤 2C系，緊急用交流電源切替盤 2D系，非常

用高圧母線2C系及び非常用高圧母線2D系を操作して系統構成す

ることにより，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備の電路として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及

び位置的分散については，3.14.2.6.3 項に詳細を示す。 

所内電気設備への接近性の確保については 3.14.2.6.4 項に詳細

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.5 代替所内電気設備 

2.14.2.5.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気

設備が喪失した場合，代替非常用発電機又は可搬型代替電源車か

ら電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合におい

て炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料ピット

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

 

本系統は，ディーゼルエンジン及び発電機を搭載した「代替非

常用発電機」及び「可搬型代替電源車」，代替非常用発電機及び可

搬型代替電源車の燃料を保管する「ディーゼル発電機燃料油貯油

槽」及び「燃料タンク（SA）」，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又

は燃料タンク（SA）から代替非常用発電機及び可搬型代替電源車

まで燃料を運搬する「可搬型タンクローリー」及び「ディーゼル

発電機燃料油移送ポンプ」，可搬型代替電源車を接続する「Ａ－

可搬型代替電源接続盤」及び「Ｂ－可搬型代替電源接続盤」並び

に電路を構成する「代替所内電気設備変圧器」，「代替所内電気設

備分電盤」及び「代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤」で構成

する。 

本系統の概要図を図 2.14.36～41 に，本系統に関する重大事故

等対処設備一覧を表 2.14.90 に示す。 

本系統は，代替非常用発電機又は可搬型代替電源車を起動し，

代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替格納

容器スプレイポンプ変圧器盤に接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

 

代替非常用発電機又は可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機

燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）より可搬型タンクローリー（デ

ィーゼル発電機燃料油移送ポンプ使用時を含む。）を用いて代替

非常用発電機又は可搬型代替電源車に燃料を補給することで代

替非常用発電機又は可搬型代替電源車の運転を継続する。 

 

 

 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及

び位置的分散については，2.14.2.5.3 項に詳細を示す。 

所内電気設備への接近性の確保については 2.14.2.5.4 項に詳細

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

設備名称の相違（使用済燃料ピット） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

設備・運用の相違（代替非常用発電機の燃

料補給） 

設備・運用の相違（燃料貯蔵設備） 

設備・運用の相違（可搬型タンクローリー

への燃料汲み上げ） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-181 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-182 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-183 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-184 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-185 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-186 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-187 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-188 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

(1) 代替非常用発電機 

エンジン 

台    数：２ 

使 用 燃 料：軽油 

出    力：約 1,450kW（１台当たり） 

発電機 

台    数：２ 

型    式：防滴保護，空気冷却自己自由通風型 

容    量：約 1,725kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

取 付 箇 所：屋外（３号炉東側 32m エリア） 

 

(2) 可搬型代替電源車 

エンジン 

台    数：２（予備２） 

使 用 燃 料：軽油 

発電機 

台    数：２（予備２） 

型    式：回転界磁形同期発電機 

容    量：約 2,200kVA（１台当たり） 

力    率：0.8（遅れ） 

電    圧：6.6kV 

周 波 数：50Hz 

設 置 場 所：屋外 

（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側

32m エリア） 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m

エリア(a)及び展望台行管理道路脇西側

60m エリア） 

 

(3) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

型    式：横置円筒形 

基    数：４ 

容    量：約 146kL（１基当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-189 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ガスタービン発電機接続盤 

個    数：２ 

定 格 電 圧：7.2kV 

定 格 電 流：約 1,200A 

取 付 箇 所：緊急用電気品建屋地下１階 

 

(2) 緊急用高圧母線 2F系 

個    数：２ 

定 格 電 圧：7.2kV 

定 格 電 流：約 1,200A 

取 付 箇 所：緊急用電気品建屋地下１階 

 

 

 

 

 

 

(4) 燃料タンク（SA） 

型    式：横置円筒形 

基    数：１ 

容    量：約 55kL 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：大気圧 

最高使用温度：40℃ 

取 付 箇 所：屋外 

 

(5) ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

型    式：歯車形 

台    数：２ 

容    量：約 26kL/h（１台当たり） 

吐 出 圧 力：約 0.3MPa[gage] 

最高使用温度：50℃ 

原動機出力：約 11kW（１台当たり） 

取 付 箇 所：ディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m 

 

(6) 可搬型タンクローリー 

容    量：約４kL（１台当たり） 

使 用 燃 料：軽油 

最高使用圧力：約 24kPa 

最高使用温度：40℃ 

台    数：２（予備２） 

設 置 場 所：屋外 

保 管 場 所：屋外 

（１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側

31m エリア(b)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-190 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

(3) 緊急用高圧母線 2G系 

個    数：１ 

定 格 電 圧：7.2kV 

定 格 電 流：約 1,200A 

取 付 箇 所：原子炉建屋地上２階（原子炉建屋付属棟内） 

 

(4) 緊急用動力変圧器 2G 系 

個    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 750kVA 

定 格 電 圧：１次側 6.75kV 

２次側 460V 

取 付 箇 所：原子炉建屋地上２階（原子炉建屋付属棟内） 

 

(5) 緊急用低圧母線 2G系 

個    数：１（460V パワーセンタ） 

２（460V 原子炉建屋モータコントロールセ

ンタ） 

定 格 電 圧：600V 

定 格 電 流：約 3,000A（460V パワーセンタ） 

約 800A（460V 原子炉建屋モータコントロー

ルセンタ） 

取 付 箇 所：原子炉建屋地上２階（原子炉建屋付属棟内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 緊急用交流電源切替盤 2G系 

個    数：１ 

定 格 電 圧：600V 

取 付 箇 所：原子炉建屋地上２階（原子炉建屋付属棟内） 

 

(7) 緊急用交流電源切替盤 2C系 

個    数：１ 

定 格 電 圧：600V 

取 付 箇 所：原子炉建屋地上１階（原子炉建屋付属棟内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 代替所内電気設備変圧器 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 300kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 460V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.17.8m 

 

(8) 代替所内電気設備分電盤 

台    数：１ 

 

 

定 格 電 圧：440V 

定 格 電 流：約 600A 

 

 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.17.8m 

 

(9) 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

台    数：１ 

冷    却：自冷 

容    量：約 1,000kVA 

定 格 電 圧：１次側 6,600V 

２次側 400V 

取 付 箇 所：原子炉補助建屋 T.P.24.8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-191 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

(8) 緊急用交流電源切替盤 2D系 

個    数：１ 

定 格 電 圧：600V 

取 付 箇 所：原子炉建屋地上１階（原子炉建屋付属棟内） 

 

(9) 非常用高圧母線 2C系 

個    数：１ 

定 格 電 圧：6.9kV 

定 格 電 流：約 1,200A 

取 付 箇 所：原子炉建屋地下１階（原子炉建屋付属棟内） 

 

 

(10) 非常用高圧母線 2D系 

個    数：１ 

定 格 電 圧：6.9kV 

定 格 電 流：約 1,200A 

取 付 箇 所：原子炉建屋地下１階(原子炉建屋付属棟内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-192 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内

電気設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表3.14

－97 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧

母線 2G 系，緊急用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系，緊

急用交流電源切替盤 2G系，緊急用交流電源切替盤 2C 系及び緊急

用交流電源切替盤 2D 系は，設計基準事故対処設備である非常用

高圧母線 2C 系，非常用高圧母線 2D 系及び非常用高圧母線 2H 系

と位置的分散された緊急用電気品建屋（地下階)又は原子炉建屋

付属棟内の異なる区画にそれぞれ配置し，同時に機能が喪失しな

い設計とする。 

電路については，代替所内電気設備を，非常用所内電気設備に対

して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によっ

て同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

代替所内電気設備は，表 3.14－98 で示すとおり，地震，津波，

火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，非常用

所内電気設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内

電気設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表

2.14.91 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

電源については，代替非常用発電機をディーゼル発電機と位置的

分散された屋外（３号炉東側 32m エリア）に設置する設計とする。 

また，可搬型代替電源車をディーゼル発電機と位置的分散された

屋外（１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展

望台行管理道路脇西側 60m エリア）に保管し，設置位置について

もディーゼル発電機と位置的分散された屋外（３号炉東側 32m エ

リア及び３号炉西側 32m エリア）に設置する設計とする。 

電源の冷却方式については，ディーゼル発電機の水冷式に対し

て，代替非常用発電機及び可搬型代替電源車は空冷式とすること

で，多様性を有する設計とする。 

燃料源については，ディーゼル発電機はディーゼル発電機燃料油

サービスタンクからの供給であるのに対して，代替非常用発電機

は発電機搭載燃料とし，可搬型代替電源車は車載燃料とすること

で，位置的分散された設計とする。 

電源盤については，代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備

分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤を，設計基準事

故対処設備である非常用高圧母線（6-A）及び非常用高圧母線（6-

B）と位置的分散された原子炉補助建屋内の異なる区画にそれぞ

れ配置し，同時に機能が喪失しない設計とする。 

 

 

 

電路については，代替所内電気設備を，非常用所内電気設備に対

して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によっ

て同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

代替所内電気設備は，表 2.14.92 で示すとおり，地震，津波，

火災及び溢水により同時に故障することを防止するため，非常用

所内電気設備との独立性を確保する設計とする。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

非常用高圧母線名称の相違 

・女川：2C 系，2D 系→泊：6-A，6-B 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-193 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-194 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-195 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの電力を確保するために，以下のとおり，原

子炉建屋地下１階(原子炉建屋付属棟内）に設置する非常用所内

電気設備へアクセス可能な設計とし，接近性を確保する設計とす

る。 

（57－6） 

 

屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事

象について評価した結果，問題はない(詳細は，「可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照）。 

(1)地震時の影響 

プラントウォークダウンにて確認した結果，問題なし。 

(2)地震随伴火災の影響 

アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器

が設置されていないことから問題なし。 

(3)地震による内部溢水の影響 

原子炉建屋付属棟内に溢水源となる耐震 B,C クラスの機

器のうち，基準地震動で破損が生じる機器を考慮しても溢水

による影響がないことから問題なし。 

万が一，非常用所内電気設備の設置場所である原子炉建屋地下

１階(原子炉建屋付属棟内）への接近性が失われることを考慮し

て，代替所内電気設備を原子炉建屋地上１階(原子炉建屋付属棟

内）及び原子炉建屋地上２階(原子炉建屋付属棟内）に設置する

ことにより，接近性の向上を図る設計とする。 

なお，重大事故等時において，非常用所内電気設備及び代替所

内電気設備は，中央制御室から操作可能な設計とする。 

 

 

3.14.2.6.5 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

2.14.2.5.4 所内電気設備への接近性の確保 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において，代替非常用発電機又は可搬型代替電

源車からの電力を確保するために，以下のとおり，原子炉補助建

屋 T.P.10.3m に設置する非常用所内電気設備へアクセス可能な

設計とし，接近性を確保する設計とする。 

 

（57－7） 

 

屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事

象について評価した結果，問題はない（詳細は，「可搬型重大事故

等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照）。 

(1) 地震時の影響 

プラントウォークダウンにて確認した結果，問題なし。 

(2) 地震随伴火災の影響 

アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器

が設置されていないことから問題なし。 

(3) 地震による内部溢水の影響 

原子炉補助建屋内に溢水源となる耐震 B,C クラスの機器

のうち，基準地震動で破損が生じる機器を考慮しても溢水に

よる影響がないことから問題なし。 

万一，非常用所内電気設備の設置場所である原子炉補助建屋

T.P.10.3m への接近性が失われることを考慮して，代替所内電気

設備を原子炉補助建屋 T.P.17.8m 及び原子炉補助建屋 T.P.24.8m

に設置することにより，接近性の向上を図る設計とする。 

 

なお，重大事故等時において，非常用所内電気設備及び代替所

内電気設備は，中央制御室又は設置場所から操作可能な設計とす

る。 

 

2.14.2.5.5 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

2.14.2.5.5.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項第

一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-196 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，屋外（３号炉東

側 32m エリア）に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重

条件を考慮し，表 2.14.93 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，可搬型で屋外の

１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m エリア(a)及び展望

台行管理道路脇西側 60m エリアに保管し，重大事故等時は，

屋外（３号炉東側 32m エリア及び３号炉西側 32m エリア）に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.94 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-197 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，常

設で屋外に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を

考慮し，表 2.14.95 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，常設で屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.96 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-198 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

は，常設でディーゼル発電機建屋 T.P.6.2m に設置する設備

であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，ディーゼル発電機建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮

し，表 2.14.97 に示す設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，可搬型で屋

外の１号炉西側 31m エリア及び２号炉東側 31m エリア(b)に

保管し，重大事故等時は，屋外に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環

境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.98 に示す設計とす

る。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-199 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は，緊急用

電気品建屋地下１階に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等時における，緊急用電気品建屋

（地下階)の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－99 に

示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F 系は，緊急用電気

品建屋地下１階に設置する設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時における，緊急用電気品建屋（地下

階）の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－100 に示す

設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-200 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G 系は，原子炉建屋

地上２階(原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であること

から，その機能を期待される重大事故等時における，原子炉

建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－

101 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G 系は，原子炉建

屋地上２階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等時における，原子

炉建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14

－102 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，原子炉補

助建屋 T.P.17.8m に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環

境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.99 に示す設計とす

る。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-201 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G 系は，原子炉建屋

地上２階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であること

から，その機能を期待される重大事故等時における，原子炉

建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－

103 に示す設計とする。 

(57－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，原子炉補

助建屋 T.P.17.8m に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，原子炉補助建屋内の環

境条件及び荷重条件を考慮し，表 2.14.100 に示す設計とす

る。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤は，常設で原子炉補助建屋 T.P.24.8m に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における，

原子炉補助建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

2.14.101 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-202 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系は，原子

炉建屋地上２階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における，

原子炉建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14－104 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2C 系は，原子

炉建屋地上１階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における，

原子炉建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14－105 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-203 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2D 系は，原子

炉建屋地上１階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における，

原子炉建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14－106 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C 系は，原子炉建屋

地下１階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であること

から，その機能を期待される重大事故等時における，原子炉

建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－

107 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-204 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D 系は，原子炉建屋

地下１階（原子炉建屋付属棟内）に設置する設備であること

から，その機能を期待される重大事故等時における，原子炉

建屋付属棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14－

108 に示す設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

代替所内電気設備で，操作が必要な緊急用高圧母線 2G 系，

緊急用交流電源切替盤 2G系，緊急用交流電源切替盤 2C系，緊

急用交流電源切替盤 2D系，非常用高圧母線 2C系及び非常用高

圧母線 2D 系については，中央制御室又は設置場所で容易に操

作可能な設計とする。 

なお，緊急用高圧母線 2F 系の遮断器は自動投入するが，中

央制御室又は設置場所においても容易に操作可能な設計とす

る。 

表 3.14－109～112 に操作対象機器を示す。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替所内電気設備の操作が必要な燃料油設備の各機器並び

に代替非常用発電機，可搬型代替電源車，代替所内電気設備変

圧器及び代替所内電気設備分電盤の各遮断器については，中央

制御室又は設置場所で容易に操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

表 2.14.102～108 に操作対象機器を示す。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-205 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-206 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-207 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示

す。 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，全交流動力電源

喪失時に中央制御室の操作にて速やかに起動可能な設計と

する。 

なお，中央制御室及び設置場所の操作器等により操作が可能

な設計とし，操作器は，誤操作防止のために名称等により識

別可能とすることで操作者の操作及び監視性を考慮し，か

つ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。

また，代替非常用発電機は２台同期運転が可能な設計とす

る。 

（57－2，57－4） 

 

b. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，屋外に設置する

Ａ－可搬型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤

まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて車輪

止めによる固定等が可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車は，付属の操作器等により，設置場

所での操作が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車の現場操作器は，誤操作防止のために名称

等により識別可能とすることで操作者の操作及び監視性を

考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な

設計とする。 

可搬型代替電源車のケーブルは，ボルト・ネジ接続が可能な

設計とし，一般的に用いられる工具を用いることでＡ－可搬

型代替電源接続盤又はＢ－可搬型代替電源接続盤に容易に

接続及び敷設可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，設

置場所でのディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口の手動操

作により，設置場所で確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

d. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，燃料タンク（SA）

給油口の手動操作により，設置場所で確実に操作可能な設計

とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
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赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は操作不

要である。 

（57－2，57－3） 

 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F 系において，重大

事故等の対処に必要な遮断器は，ガスタービン発電機起動時

に自動投入されるため，重大事故等時に操作を必要としな

い。なお，中央制御室からの遠隔操作又は設置場所での操作

も可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

は，設置場所での操作器により操作が可能な設計とし，誤操

作防止のために名称等により識別可能とすることで操作者

の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，

容易に操作可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，燃料油移送ポンプ

出口連絡サンプリング弁，燃料油移送ポンプ出口連絡弁及び

燃料油サービスタンク入口弁の手動操作により，設置場所で

確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

f. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，設置場所に

て付属の操作器からの操作器操作で起動する設計とする。 

可搬型タンクローリーは付属の操作器を操作するにあたり，

操作者のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

また，それぞれの操作対象については名称等により識別可能

とし，操作者の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

可搬型タンクローリーは，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

及び T.P.10.3m 原子炉補助建屋海側燃料油移送配管屋外接

続口並びに燃料タンク（SA）まで移動可能な車両設計とする

とともに，設置場所にて車輪止めによる固定等が可能な設計

とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要と

せず，簡便な接続方法により，容易かつ確実に操作可能な設

計とする。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
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添 57-209 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G 系において，重大

事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室からの遠隔操作

又は設置場所での操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者

の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間

を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G 系は操作不要で

ある。 

 

 

 

（57－2，57－3） 

 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G 系は操作不要であ

る。 

 

 

 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系は，中央

制御室からの遠隔操作又は設置場所での操作を可能な設計

とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者

の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間

を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2C 系は，中央

制御室からの遠隔操作又は設置場所での操作を可能な設計

とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者

の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間

を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，設置場所

での操作器により操作が可能な設計とし，誤操作防止のため

に名称等により識別可能とすることで操作者の操作及び監

視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作

可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

h. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，設置場所

での操作器により操作が可能な設計とし，誤操作防止のため

に名称等により識別可能とすることで操作者の操作及び監

視性を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作

可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤は操作不要である。 

（57－2，57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
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添 57-210 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2D 系は，中央

制御室からの遠隔操作又は設置場所での操作を可能な設計

とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者

の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間

を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C 系において，重大

事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室からの遠隔操作

又は設置場所での操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者

の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間

を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D 系において，重大

事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室からの遠隔操作

又は設置場所での操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者

の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間

を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（57－2，57－3） 

 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-211 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，表 2.14.109 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験，特性試験，分解点検及び外観点検が可能な設計とする。 

代替非常用発電機の運転性能の確認として，発電機の運転

状態として電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とする

ことにより出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，発電機の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことを確認す

る分解点検が可能な設計とする。 

また，代替非常用発電機ケーブルについて，絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，表 2.14.110 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験，特性試験，分解点検及び外観点検が可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車は車両としての運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替電源車は，運転性能の確認として，発電機の運

転状態として電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とす

ることにより出力性能の確認が可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車の部品状態の確認として，目視等に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないこ

とを確認する分解点検又は取替えが可能な設計とする。 

また，可搬型代替電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設

計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 
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添 57-212 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，表

2.14.111 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

外観点検，漏えい試験及び開放点検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽内面の確認として，目視に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないこ

との確認が可能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，ディーゼル発電機燃料油貯油槽の漏えい試験の実施

が可能な設計とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は油面レベルの確認が可

能な計器を設ける設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-213 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，表 2.14.112 に

示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観点検，

漏えい試験及び開放点検が可能な設計とする。 

燃料タンク（SA）内面の確認として，目視により性能に影

響を及ぼすおそれのある損傷，腐食等がないことの確認が可

能な設計とする。 

具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面

の点検が可能な設計とする。 

また，燃料タンク（SA）の漏えい試験の実施が可能な設計

とする。 

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料タンク（SA）は油面レベルの確認が可能な計器を設け

る設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

は，表 2.14.113 に示すように，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能試験，漏えい試験，分解点検及び外観点

検が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプは，運転性能の確認と

して，ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの吐出圧力，ポン

プ周りの振動，異音，異臭等の確認が可能な設計とする。 

具体的には，試験用の系統を構成することにより機能・性能

試験が可能な設計とする。 

ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの部品状態の確認と

して，目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷，

腐食等がないことを確認する分解点検が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-214 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は，表3.14

－113 に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び

発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計

とする。 

ガスタービン発電機接続盤の外観検査として，目視等によ

り性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性

能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，表 2.14.114

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい試

験，機能・性能試験，分解点検又は取替え並びに外観点検が

可能な設計とする。 

また，可搬型タンクローリーは車両として運転状態の確認及

び外観点検が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリーは，油量及び漏えいの確認が可能な

ように油面計又は検尺口を設け，かつ，内部の確認が可能な

ようにマンホールを設ける設計とする。 

さらに，可搬型タンクローリーは車両としての運転状態の確

認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型タンクローリー付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観点検として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-215 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F系は，表 3.14－114

に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2F 系の外観検査として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確

認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G系は，表 3.14－115

に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2G 系の外観検査として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確

認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G 系は，表 3.14－

116 に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び発

電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計と

する。 

緊急用動力変圧器 2G 系の外観検査として，目視等により

性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能

確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，表

2.14.115 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

 

代替所内電気設備変圧器の外観点検として，目視等により

性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能

確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-216 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G系は，表 3.14－117

に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 

緊急用低圧母線 2G 系の外観検査として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確

認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系は，表

3.14－118 に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験

及び発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な

設計とする。 

緊急用交流電源切替盤 2G 系の外観検査として，目視等に

より性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び

性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

h. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，表

2.14.116 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に

特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

代替所内電気設備分電盤の外観点検として，目視等により

性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能

確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

i. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤は，表 2.14.117 に示すように，発電用原子炉の運転中又

は停止中に特性試験及び外観点検が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤の外観点検として，

目視等により性能に影響を及ぼすおそれのある異常がない

こと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

記載表現の相違 

・女川：検査→泊：点検 

・運転中及び停止中の試験及び検査の内容

に差異がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-217 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2C 系は，表

3.14－119 に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験

及び発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な

設計とする。 

緊急用交流電源切替盤 2C 系の外観検査として，目視等に

より性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び

性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2D 系は，表

3.14－120 に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験

及び発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な

設計とする。 

緊急用交流電源切替盤 2D 系の外観検査として，目視等に

より性能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び

性能確認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C系は，表 3.14－121

に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 

非常用高圧母線 2C 系の外観検査として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確

認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-218 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D系は，表 3.14－122

に示すように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 

非常用高圧母線 2D 系の外観検査として，目視等により性

能に影響を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確

認として絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

なお，代替所内電気設備は遮断器を設けることにより通常時の

系統構成から遮断器操作により速やかな切替えが可能な設計

とする。 

切替え操作の対象機器は表 3.14－109～112 と同様である。 

これにより図3.14－42及び図3.14－43で示すタイムチャー

トのとおり速やかに切替えが可能である。 

（57－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

なお，代替所内電気設備は遮断器を設けることにより通常時の

系統構成から遮断器操作により速やかな切替えが可能な設計

とする。 

切替え操作の対象機器は表 2.14.102～108 と同様である。 

これにより，図 2.14.42～48 で示すタイムチャートのとおり

速やかに電源供給が可能である。 

（57－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-219 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-220 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-221 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，表 3.14－123 に示すように，ガスター

ビン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F系，緊急用高圧母線 2G

系，緊急用動力変圧器 2G系及び緊急用低圧母線 2G系は，通常

時は遮断器により接続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮

断器操作により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系，緊急用交

流電源切替盤 2C 系，緊急用交流電源切替盤 2D 系，非常用高圧

母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系は，重大事故等時に遮断器

操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

（57－3，57－7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，表 2.14.118 に示すように，電源とな

る代替非常用発電機及び可搬型代替電源車並びに電路を構成

する代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代

替格納容器スプレイポンプ変圧器盤は，通常時は遮断器により

接続先の系統から切り離し，また，可搬型タンクローリーをデ

ィーゼル発電機燃料油貯油槽，ディーゼル発電機燃料油移送ポ

ンプ及び燃料タンク（SA）と切り離して保管することで隔離す

る系統構成としており，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替電源車及び可搬型タンクローリーは，車輪止めに

よる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

なお，代替非常用発電機，可搬型代替電源車は，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（57－4，57－6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムチャートの相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

記載表現の相違 

・女川：隔離し→泊：切り離し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-222 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作

場所を表 3.14－109～112 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，中央制御室，緊急用電気

品建屋又は原子炉建屋付属棟内で操作可能な設計とする。 

(57－2) 

 

3.14.2.6.5.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮

蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作

場所を表 2.14.102～108 に示す。 

これらの操作場所は，想定される重大事故等時における放射

線量が高くなるおそれが少ないため，屋外，中央制御室又は原

子炉補助建屋で操作可能な設計とする。 

（57－2） 

 

2.14.2.5.5.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-223 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は，ガスタ

ービン発電機１台が接続可能であることから，ガスタービン

発電機１台の定格電流である約 377A に対し，余裕を有する

定格電流である約 1,200A を有する設計とする。 

（57－5） 

 

ｂ．緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F 系は，ガスタービ

ン発電機２台が接続可能であることから，ガスタービン発電

機２台の定格電流である約 754A に対し，余裕を有する定格

電流である約 1,200A を有する設計とする。 

（57－5） 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 代替非常用発電機 

代替所内電気設備の代替非常用発電機は，重大事故等時に

必要な容量約 340kW に余裕を考慮し，約 1,380kW／台（力率

0.8 において約 1,725kVA／台）を２台有する設計とし，約

2,760kW を確保する設計とする。 

（57－5） 

 

b. ディーゼル発電機燃料油貯油槽 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油貯油槽は，想

定される重大事故等時において，同時にその機能を発揮する

ことを要求される重大事故等対処設備が，７日間連続運転す

る場合に必要となる燃料量約 182.3kL を上回る，容量約

540kL を有する設計とする。 

（57－5） 

 

c. 燃料タンク（SA） 

代替所内電気設備の燃料タンク（SA）は，想定される重大

事故等時において，同時にその機能を発揮することを要求さ

れる可搬型重大事故等対処設備が，７日間連続運転する場合

に必要となる燃料量約 44.2kL を上回る，容量約 50kL を有す

る設計とする。 

（57－5） 

 

d. ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 

代替所内電気設備のディーゼル発電機燃料油移送ポンプ

は，可搬型代替電源車の燃料消費量を上回る，容量約 26kL/h

／台，吐出圧力約 0.3MPa 及び原動機出力約 11kW／台を２台

有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-224 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

ｃ．緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G 系は，ガスタービ

ン発電機２台が接続可能であることから，ガスタービン発電

機２台の定格電流である約 754A に対し，余裕を有する定格

電流である約 1,200A を有する設計とする。 

（57－5） 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G 系は，重大事故

等時に必要な容量約 340kVA に余裕を考慮し，約 750kVA を有

する設計とする。 

（57－5） 

 

 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G系のうち，460V パ

ワーセンタにおいては，重大事故等時に必要な容量約 942A

に対し，余裕を有する定格電流である約 3,000A を有する設

計とし，460V 原子炉建屋モータコントロールセンタにおい

ては，重大事故等時に必要な容量約 289A に対し，余裕を有

する定格電流である約 800A を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．緊急用交流電源切替盤 2G系 

対象外である。 

 

ｇ．緊急用交流電源切替盤 2C系 

対象外である。 

 

ｈ．緊急用交流電源切替盤 2D系 

対象外である。 

 

ｉ．非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C 系は，ガスタービ

ン発電機２台が接続可能であることから，ガスタービン発電

機２台の定格電流である約 754A に対し，余裕を有する定格

電流である約 1,200A を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 代替所内電気設備変圧器 

代替所内電気設備の代替所内電気設備変圧器は，重大事故

等時に必要な容量約 167kVA に余裕を考慮し，約 300kVA を有

する設計とする。 

（57－5） 

 

 

f. 代替所内電気設備分電盤 

代替所内電気設備の代替所内電気設備分電盤は，重大事故

等時に必要な容量約 230A に対し，余裕を有する定格電流で

ある約 600A を有する設計とする。 

 

 

 

（57－5） 

 

g. 代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤 

代替所内電気設備の代替格納容器スプレイポンプ変圧器

盤は，重大事故等時に必要な容量約 209kVA に余裕を考慮し，

約 1,000kVA を有する設計とする。 

（57－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

設備名称の相違（代替所内電気設備） 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-225 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

ｊ．非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D 系は，ガスタービ

ン発電機２台が接続可能であることから，ガスタービン発電

機２台の定格電流である約 754A に対し，余裕を有する定格

電流である約 1,200A を有する設計とする。 

（57－5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替所内電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所

内電気設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因

によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設計する。

これらの詳細については，3.14.2.6.3 項に記載のとおりであ

る。 

（57－2，57－3，57－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。 

ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当

該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であっ

て，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項第三号） 

 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所

内電気設備に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因

によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう設計する。

これらの詳細については，2.14.2.5.3 項に記載のとおりであ

る。 

（57－2，57－4，57－9） 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-226 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2.5.5.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余

裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.2 容量等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，想定される重大

事故等時において，最低限必要な設備に電力を供給できる容

量を有するものを１セット１台使用する。 

保有数は２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散

して保管する。 

具体的には，可搬型代替電源車は，代替非常用発電機が使

用できない場合，代替所内電気設備変圧器，代替所内電気設

備分電盤及び代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤に電源

供給する。 

必要となる負荷は，重大事故等時に必要な容量約 340kW に余

裕を考慮し，約 2,200kVA（1,760kW）／台の可搬型代替電源

車が１台必要である。 

また，可搬型代替電源車は，ディーゼル発電機燃料油貯油槽

又は燃料タンク（SA）よりディーゼル発電機燃料油移送ポン

プ及び可搬型タンクローリーを用いて燃料を可搬型代替電

源車に補給する。 

（57－5） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーは，想定される

重大事故等時において，その機能を発揮することが必要な重

大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有する設計と

する。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮する

ことを要求される代替非常用発電機又は可搬型代替電源車

及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型大型送水ポンプ車

の連続運転が可能な燃料を，それぞれ代替非常用発電機又は

可搬型代替電源車及び緊急時対策所用発電機並びに可搬型

大型送水ポンプ車に供給できる容量を有するものを１セッ

ト２台使用する。 

保有数は１セット２台と，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として２台の合計４台を分散して保

管する。 

（57－5，57－11） 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

設備の相違 

・設備の容量に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-227 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時

間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備を

いう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と

容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は

発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替所内電気設備の接続が必要な可搬型代替電源車ケーブ

ル及び可搬型タンクローリーホース（ディーゼル発電機燃料油

移送ポンプ使用時は配管・弁類を含む。）は，現場で容易に接続

可能な設計とする。 

表 2.14.119～122 に対象機器の接続場所を示す。 

（57－2，57－4，57－8） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の確実な接続

性を示す。 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

記載の充実（美浜審査実績を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-228 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

a. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，一般的に用いら

れる工具を用いることでＡ－可搬型代替電源接続盤又はＢ

－可搬型代替電源接続盤へボルト・ネジ接続すること及び接

続状態を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可

能な設計とする。 

（57－2，57－4，57－8） 

 

b. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーとディーゼル

発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）の接続については，

ホースを接続するために，ディーゼル発電機燃料油貯油槽又

は燃料タンク（SA）の給油口を開放して給油口内にホースを

挿入して接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設

計とする。 

代替所内電源設備の可搬型タンクローリーとディーゼル

発電機燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインの接

続については，ホースを接続するために，ディーゼル発電機

燃料油移送ポンプ出口連絡サンプリングラインにホースを

簡便な接続方法で接続することにより，容易かつ確実に接続

可能な設計とする。 

（57－2，57－4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに

限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

a. 可搬型代替電源車 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車は，代替所内電気設

備変圧器，代替所内電気設備分電盤及び代替格納容器スプレ

イポンプ変圧器盤へ電源供給する場合において，原子炉建屋

及び原子炉補助建屋の異なる面に位置的分散を図った２箇

所の接続口を設置することから，共通要因により接続不可と

ならない設計とする。 

（57－2） 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 
第 57 条 電源設備 

添 57-229 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

灰色：女川２号炉の記載のうち，BWR

固有の設備や対応手段であり，泊３

号炉と比較対象とならない記載内容 

大飯発電所３／４号炉 女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

b. 可搬型タンクローリー 

代替所内電気設備の可搬型タンクローリーを接続するデ

ィーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク（SA）は，100m

以上離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により接続不

可とならない設計とする。 

（57－2） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続す

ることができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクロ

ーリーの接続場所は，表 2.14.119～122 と同様である。 

これらの接続場所は，想定される重大事故等時における放射線

量が高くなるおそれが少ないため，接続場所で操作可能な設計

とする。 

（57－2） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「1.1.10.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替所内電気設備の可搬型代替電源車及び可搬型タンクロ

ーリーは，地震，津波その他自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常

用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と 100m 以上の離隔

で位置的分散を図り，１号炉西側 31m エリア，２号炉東側 31m

エリア(a)，２号炉東側 31m エリア(b)及び展望台行管理道路脇

西側 60m エリアの複数箇所に分散して保管する設計とする。 

（57－2） 

 

設備・運用の相違（代替所内電気設備の構

成等） 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・設備の仕様に差異があるが，重大事故等

対処設備として必要な設備を設けると

いう点において同等である。 
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いう点において同等である。 
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